
令和７年度第２回大津町空家等対策推進協議会 次第 

 

令和８年３月２６日（木）１０時００分 

    役場２階 町民協働ルーム  

 

１ 開  会 

 

２ 町長挨拶 

 

３ 議  事 

（１） 第２次大津町空家等対策計画の策定について 

（２） 令和５年度空家実態調査後の空家の現況等について 

（３） その他 

 

４ 閉  会 
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○大津町空家等対策推進協議会設置要綱 

平成31年４ 月18日 

要綱第33号 

（ 設置）  

第１ 条 空家等対策の推進に関する 特別措置法（ 平成26年法律第127号。 以下「 法」 と

いう 。 ） 第７ 条第１ 項の規定に基づき 、 大津町空家等対策推進協議会（ 以下「 協議会」

と いう 。 ） を設置する 。  

（ 所掌事務）  

第２ 条 協議会は、 次に掲げる 事項について協議する 。  

(1) 法第６ 条第１ 項に規定する 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する

こ と 。  

(2) 空家等の調査等に関する こ と 。  

(3) 空家等が特定空家等に該当する か否かの判断及び特定空家等に対する 措置に関

する こ と 。  

(4) 空家等に関する 対策の推進に関し 、 町長が必要と 認める こ と 。  

（ 組織）  

第３ 条 協議会は、 委員15人以内で組織する 。  

２  委員は、 町長のほか、 次に掲げる 者のう ちから 町長が委嘱する  

(1) 法務、 不動産、 建築、 福祉、 文化等に関する 学識経験者 

(2) 町議会の議員 

(3) 地域住民 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) その他町長が必要と 認める 者 

３  委員の任期は２ 年と する 。 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、 前任者の残任期

間と する 。  

４  委員は、 再任さ れる こ と ができ る 。  

５  委員は、 職務上知り 得た秘密を漏ら し てはなら ない。 その職を退いた後も 、 同様と

する 。  

（ 会長及び副会長）  
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第４ 条 協議会に会長１ 人及び副会長１ 人を置く 。  

２  会長は、 町長をも つて充て、 副会長は、 委員の互選と する 。  

３  会長は、 協議会を代表し 、 会務を総理する 。  

４  副会長は、 会長を補佐し 、 会長に事故がある と き 、 又は欠けたと き はその職務を代

理する 。  

（ 会議）  

第５ 条 協議会は、 必要に応じ て会長が召集し 、 会長が議長と なる 。  

２  協議会は、 委員の過半数の出席によ つて成立し 、 協議会の議事は、 出席委員の過半

数によ つて決する 。  

３  協議会は、委員が事故その他やむを得ない理由によ り 協議会に出席でき ないと き は、

あら かじ め会長の承認を得て、代理者を出席さ せる こ と ができ る 。こ の場合において、

町長の代理者は、 副町長と する 。  

（ 意見の聴取）  

第６ 条 協議会は、 必要がある と 認める と き は、 委員以外の者を協議会に出席さ せ、 意

見を聴く こ と ができ る 。  

（ 会議の公開等）  

第７ 条 会議は、 原則公開する 。 ただし 、 公開・ 公表によ り 当事者若し く は第三者の権

利及び利益、 又は公共の利益を害する おそれがある と 会長が認めた場合は、 協議会に

諮り 、 その全部又は一部を非公開と する こ と ができ る 。  

２  会長は、 必要がある と 認める と き は、 傍聴人の数を制限し 、 又は傍聴人を退場さ れ

る こ と ができ る 。  

（ 庶務）  

第８ 条 協議会の庶務は、 総合政策課において処理する 。  

（ 委任）  

第９ 条 こ の要綱に定める も ののほか、 協議会の運営に関し 必要な事項は別に定める 。 

附 則 

こ の要綱は、 平成31年４ 月18日から 施行する 。  
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第１回空家等対策推進協議会提示案からの主な変更点 

前回の協議会提示素案から、次の点について修正。なお、計画の基本的な施策の方向性に

変更なし。 

１ 人口推計の出典整理（計画案３ページ） 

将来人口の出典について、「将来推計人口」（国立社会保障・人口問題研究所）の数値を掲載

していたが、「大津町人口ビジョン」に基づく数値へ変更。 

２ 地域別空家状況の整理（計画案８ページ） 

北部・中部・南部別の空家件数について、人口・世帯数との関係が分かるよう表を整理。 

３ 成果指標の数値修正（計画案２７ページ） 

第５章「成果指標」について、現状値を令和７年度実績値に修正。 



 

 

 

 

 

 

 

第２ 次大津町空家等対策計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         令和８ 年４ 月 

大津町 
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※「 空家等」 「 空家」 「 空き 家」 の表記について 

空家等対策の推進に関する 特別措置法に関する 内容は「 空家等」 と 表記し 、

住宅・ 土地統計調査、 空き 家バンク 、 国の施策等の出典において「 空き 家」 を

使用さ れている も のは「 空き 家」 、 その他は「 空家」 と 表記し ていま す。  
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
１ －１ ． 背景                                 

近年、 地域における 人口及び世帯数の減少や既存住宅・ 建築物の老朽化等に伴い、 使用さ

れていない住宅・ 建築物が全国的に年々増加し てき ていま す。  

国は、 こ の空家問題の抜本的な解決策と し て、 平成2 7 年５ 月に「 空家等対策の推進に関す

る 特別措置法」 （ 以下、 「 法」 と いう 。 ） を 施行し 、 国・ 都道府県・ 市町村が連携し て空家

等対策を総合的かつ計画的に推進する こ と と し ま し た。   

本町においても 、 令和４ 年２ 月に空家等対策計画を策定し 、 空家等対策の方向性を明確化

する と と も に、 県・ 県内市町村及び関係団体が一丸と なって空家等の対策を総合的に推進す

る ための対策を実施し てき ま し たが、 計画期間である 5 年が経過する こ と から こ れま での取

組の見直し を図り ます。  

令和5 年住宅・ 土地統計調査の結果によ る と 、 本町の全戸数に対する 空き 家率は住宅需要

等によ り 減少し ている も のの、 全国の空き 家率は過去最高を更新し ていま す。  

国においても 、 全国の情勢を踏ま えて、 令和5 年1 2 月に、 法の一部を改正する 法律が施行

さ れ、 空家等の所有者又は管理者の責務の強化に加え、 周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用

や適切な管理を促す措置など が盛り 込ま れたこ と から 、 それら の改正内容も 踏ま え、 空き 家

への対策を よ り 計画的に進める こ と を 目的と し 、 「 第2 次大津町空家等対策計画（ 以下、

「 本計画」 と いう 。 ） 」 を策定し ま す。  

 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
１ －２ ． 計画の位置づけ                            

本計画は、 法第７ 条の規定に基づき 、 国が定める 基本指針に即し て定めた、 本町の空家

等対策の基礎と なる も のです。 空家対策を効果的かつ効率的に推進する ために、 本町の地

域の実情に合わせた 対策を 総合的かつ計画的に実施する こ と を目的と し ていま す。  

なお、 計画の推進にあ たっ て は、 上位計画であ る 「 大津町振興総合計画」 や「 大津町

ま ち・ ひと ・ し ごと 創生総合戦略」 、 「 大津町都市計画マス タ ープラ ン 」 等と の整合性を

図る も のと し ま す。  

【 計画の位置づけ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 章  空家等対策計画の趣旨 

 

 
大 津 町 空 家 等 対 策 計 画

空家等対策の推進に関する 特別措置法
（ 平成26年法律第127号）

大津町振興総合計画

大津町ま ち･ひと ･し ごと 創生総合戦略

大津町都市計画マス タ ープラ ン

・ 空家等に関する 施策を総合的かつ計画的に
実施する ための基本的な指針

・ 管理不全空家等及び特定空家等に対する 措置
に関する 適切な実施を図る ために必要な指針

（ ｶﾞ ｲﾄﾞ ﾗｲﾝ）
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
１ －３ ． 対象地区                               

本計画の対象地区は大津町内全域と し ま す。  

 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────
１ －４ ． 対象と する 空家等の種類                        

本計画の対象と する  空家等の種類は、 法第２ 条第１ 項に規定さ れた 「 空家等」 のう ち、

一戸建ての住宅及び併用住宅及び同条第２ 項に規定さ れた「 特定空家等」 と し 、 活用促進

の観点から その跡地（ 空地） についても 対象と し ま す。  
 

 

空家等対策の推進に関する 特別措置法（ 抜粋）  

 

（ 定義）  

第二条 こ の法律において「 空家等」 と は、 建築物又はこ れに附属する 工作物であ 

って居住その他の使用がなさ れていないこ と が常態である も の及びその敷地（ 立 

木その他の土地に定着する 物を含む。 ） をいう 。 ただし 、 国又は地方公共団体が 

所有し 、 又は管理する も のを除く 。  

２  こ の法律において「 特定空家等」 と は、 そのま ま 放置すれば倒壊等著し く 保安 

上危険と なる おそれのある 状態又は著し く 衛生上有害と なる おそれのある 状態、  

適切な管理が行われていないこ と によ り 著し く 景観を損なっている 状態その他周 

辺の生活環境の保全を図る ために放置する こ と が不適切である 状態にある と 認め 

ら れる 空家等をいう 。  

 

 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
１ －５ ． 計画期間                               

本計画の計画期間は、 令和８ 年度(2 0 2 ６ 年度)から 令和１ ２ 年度(2 0 ３ ０ 年度)ま でと

し 、 国の空家等対策の動向や社会情勢等の変化を踏ま え、 必要に応じ て 見直し を行いま す。  

（ 緑矢印は予定）  

 

 計画期間 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

大津町振興総合計画 
H30～

H37( R7)  

          

大津町ま ち・ ひと ・  
し ごと 創生総合戦略 

H27～R7 
          

大津町都市計画 
マス タ ープラ ン  

H31～

R22 

          

大津町空家等対策計画 R3～R7 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
２ －１ ． 空家等の現状                             

Ⅰ． 人口等の推移及び将来推計 

① 将来人口 

本町の人口は、 令和2 年(2 0 2 0 年)住民基本台帳では3 5 ,3 7 7 人と なっており 、 平成1 7

年(2 0 0 5 年)の住民基本台帳によ る 人口と 比較する と 約1 .2 0 倍に増加し ていま す。  

ま た、 町が独自に推計し た「 大津町人口ビジョ ン」 では、 本町の総人口は2 0 4 5  年に約

4 1 ,3 6 5  人ま で増加する 見込みと なっていま す。 年齢別の人口推移をみる と 、 5 0  歳以上

の年代では、 男女と も に5 0  代・ 7 0 代において2 0 2 0  年から 2 0 3 0  年に大幅増加の見込

みと なっており 、 2 0 3 0  年から 2 0 4 0  年にかけては6 0  代・ 8 0  代・ 9 0  代で大き く 増加

する こ と から 、 よ り 高齢化の進展が加速する と 推察さ れま す。  

 

 

出典： 住民基本台帳（ 2 0 0 5 年～2 0 2 0 年、 大津町人口ビ ジョ ン （ 2 0 2 5 年～2 0 5 0 年）  

 

 

② 世帯数、 世帯人員の推移 

本町の世帯数は、 2 0 2 0 年現在で1 4 ,9 3 4 世帯であり 、 2 0 0 5 年と 比較する と 約1 .5 1 倍

の増加と なっていま す。 一方で、 ひと つの世帯あたり の人数は減少傾向にあり 、 2 0 0 5 年

では2 .9 0 人でし たが、 2 0 2 0 年現在では2 .3 7 人と なっていま す。  
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第２章  空家等の現状と課題 

実績値 推計値 



 

4  

 

 
出典： 住民基本台帳 

 

 

③ 北部・ 中部・ 南部別の世帯数、 人口の推移 

2 0 2 0 年現在の本町の世帯数を地域別にみる と 、 最も 多いのは町中部の1 0 ,2 4 7 戸で、

次いで町北部が2 ,2 9 3 戸、 町南部が1 ,9 7 7 戸と 続いていま す。  

ま た、 世帯数の増加推移をみる と 、 2 0 0 5 年を基準と し たと き 町中心部では2 0 2 0 年で

1 5 7 ％、 町北部は1 2 0 ％、 町南部は1 1 1 ％と なっ ており 、 いずれも 増加傾向にあり ま す。  

 
※組外を 除く                       出典： 住民基本台帳 

 

2 0 2 0 年現在の本町の人口を 地域別にみる と 、 最も 多いのは町中部の2 4 ,5 2 8 人で、 次

いで町北部が5 ,1 9 4 人、 町南部が4 ,8 3 8 人と 続いていま す。  

一方、 人口の増加推移を みる と 、 2 0 0 5 年を 基準と し たと き 町中心部では2 0 2 0 年で
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1 3 8 ％と なっており 増加傾向ですが、 町北部は2 0 2 0 年で9 3 ％、 町南部は8 7 ％と なって

おり 減少傾向にあり ま す。 こ れら のこ と から 、 特に北部、 南部において世帯あたり の人員

が減少傾向にある こ と が分かり ま す。  

 
※組外を 除く                      出典： 住民基本台帳 

 

 

 

Ⅱ． 空家等の現状 

１．住宅・土地統計調査  

 

 

① 住宅総数の動向 

住宅・ 土地統計調査における 全国の住宅総数は、 2 0 ２ 3 年現在で約6 ,5 0 5 万戸で、 1 5 年

前の2 0 0 8 年と 比較する と 住宅数は約7 4 6 万戸増加し ていま す。  

本町においては、 2 0 2 3 年現在で1 6 ,0 0 0 戸あり 、 2 0 0 8 年と 比較する と 約3 ,8 0 0 戸増加

し ていま す。 増加率は、 2 0 0 ８ 年を基準と する と 1 3 1 ％と なっていま す。 こ れは、 全国及

び熊本県の増加率と 比較し て大幅に上回る 結果と なっていま す。  
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※「 住宅・ 土地統計調査」 と は、 国が５ 年ご と に実施し 、 我が国の住宅

と そ こ に居住する 世帯の居住状況、 世帯の保有する 土地等の実態を 把握

し 、 その現状と 推移を 明ら かにする ために行う 、 標本抽出によ る 統計調査

です。  

全国 熊本県 大津町

2008年 57,586,000 769,500 12,180

2013年 60,628,600 804,300 13,050

2018年 62,407,400 813,700 14,310

2023年 65,046,700 851,100 16,000

出典： 住宅・ 土地統計調査

住宅総数 （ 戸）
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② 空家数と 空家率の動向 

全国の空家数は、 2 0 2 3 年現在で約9 0 0 万戸と なっ ており 、 1 5 年前の2 0 0 8 年と 比較し

て約1 4 3 万戸増加し ていま す。 本町の空家数は、 2 0 2 3 年現在で1 ,2 8 0 戸と なっ ており 、

2 0 1 8 年と 比較し て僅かに増加し ていま す。  

全国の空家率は、 2 0 2 3 年現在で1 3 .8 ％と なっており 、 2 0 0 8 年と 比較する と 0 .7 ポイ ン

ト 増加し ていま す。 ま た、 熊本県では熊本地震の影響によ り 2 0 1 3 年から 2 0 1 8 年にかけて

は減少し たも のの、 2 0 0 8 年と 比較する と 1 .5 ポイ ント 増加し ており 、 国、 県と と も に空家

率は増加し ていま す。  

本町の空家率は、 2 0 2 3 年現在で8 .0 ％と なっており 、 2 0 0 8 年の9 .9 ％と 比較する と 減少

し ていま す。 本町の空家率は、 全国及び熊本県と 比較し て低い数値と なっていま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 空家の種類別の動向 

令和5 年住宅・ 土地統計調査における 空家の種類別の割合を みる と 、 「 その他の住宅」

（ 空家の中から 賃貸用や売却用の住宅及び二次的住宅（ 別荘等） を除いた住宅で、 いわゆる

一般的な空家） は全国で4 2 .8 ％、 熊本県で5 1 .1 ％、 本町で3 2 .8 ％と なっていま す。 ま た、

「 賃貸用の住宅」 は全国で4 9 .3 ％、 熊本県で4 2 .7 ％、 本町では6 5 .6 ％と なっていま す。  

本町における 2 0 0 8 年から 2 0 2 3 年の空家の種類別の推移をみる と 、 「 その他の住宅」 は、

2 0 0 8 年から 2 0 1 8 年ま で増加し ていま し たが、 2 0 2 3 年は大き く 減少し ていま す。  

全国 熊本県 大津町 全国 熊本県 大津町

2008年 7,567,900 102,800 1,200 13.1 13.4 9.9

2013年 8,195,600 114,800 1,320 13.5 14.3 10.1

2018年 8,488,600 111,900 1,220 13.6 13.8 8.5

2023年 9,001,600 127,100 1,280 13.8 14.9 8.0

出典： 住宅・ 土地統計調査

空家数と 空家率

空家数（ 戸） 空家率（ % ）
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一方で「 賃貸用住宅」 は、 2 0 0 8 年から 2 0 1 8 年ま では減少し ていま し たが、 2 0 2 3 年は

増加に転じ 、 最も 大き な割合を占めていま す。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※二次的住宅： 別荘など                         出典： 住宅・ 土地統計調査 

 

２．大津町空き家実態調査 

本町では、 空家等に関する 総合的かつ計画的な対策及び空き 家バンク 等の空家等に関連す

る 施策の展開の為の基礎資料と する こ と を目的と し て、 令和５ 年度に空家等の現状調査を行

いま し た。 過去に実施し た空家調査で空家と 判断さ れた建物や、 町へ情報が寄せら れた箇所

などから 空家と 思われる 5 0 0 件を調査し 、 現地で外観調査を行ったと こ ろ、 2 3 6 件の空家が

ある と いう 結果になり ま し た。  

  

（ １ ） 空家現地調査 

 １ ） 現地調査の概要 

実施時期 令和5 年8 月～令和6 年3 月 

対象物件 

 

人が居住し ていない戸建て物件で、 店舗及び店舗併用住宅を含む。  

ただし 、 以下の物件を除く  

・ 公営住宅 

・ 集合住宅 

・ 建設中の住宅 

・ 解体中の住宅 
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２ ） 現地調査結果 

表 空家実態調査結果（ 令和5 年度実施）  

 

 

 

 

 

 

 

 

表 北部・ 中部・ 南部別の空家件数と 人口・ 世帯数 

※人口と 世帯数令和5 (2 0 2 3 )年3 月末時点、 福祉施設や組外を 除く      

 

表 空家不良度の判定基準 

Ａ ラ ンク  
売却、 賃貸の期待性が高い。  

手をかけずにそのまま 利用可能。 管理も 行き 届いている 。  

Ｂ ラ ンク  
売却、 賃貸の期待性がやや高い。  

若干の改修にて利用可能。 管理はほぼ行き 届いている 。  

Ｃ ラ ンク  売却、 賃貸の期待性が低い。 大幅な改修が必要。 管理ができ ていない。  

Ｄ ラ ンク  

そのま ま 利用は不可能。  

家屋に傾き 倒壊の危険がある 。 管理ができ ておら ず、 環境にも 問題があ

る 。  

 

 

表 空家の不良度判定 

 

 

 

 

 

調査対象物件 5 0 0 件 1 0 0 .0 ％ 

（ 内訳）  

空家と 思われる 物件 2 3 6 件 4 7 .2 %  

居住済み（ 特定時期だけも 含む）  1 4 2 件 2 8 .4 %  

解体済み（ 空き 地）  5 9 件 1 1 .8 %  

その他対象外（ 納屋など別の目的物）  6 3 件 1 2 .6 %  

地域 
空家 人口 世帯 

件数 構成比 人口 構成比 世帯数 構成比 

北部 8 5 件 3 6 .0 ％ 4 ,4 8 9 人 1 3 .0 ％ 1 ,9 5 6 戸 1 3 .1 ％ 

中部 8 1 件 3 4 .3 ％ 2 5 ,4 9 8 人 7 3 .5 ％ 1 0 ,9 6 5 戸 7 3 .7 ％ 

南部 7 0 件 2 9 .7 ％ 4 ,6 7 6 人 1 3 .5 ％ 1 ,9 6 7 戸 1 3 .2 ％ 

合計 2 3 6 件 1 0 0 .0 ％ 3 4 ,6 6 3 人 1 0 0 .0 ％ 1 4 ,8 8 8 戸 1 0 0 .0 ％ 

ラ ンク  A  B C D 合計 

空家件数 1 0  6 8  1 3 0  2 8  2 3 6  

（ % ）  4 .2 %  2 8 .8 %  5 5 .1 %  1 1 .9 %  1 0 0 .0 %  
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表 地区別（ 大字別） の空家不良度判定一覧 

（ 単位： 戸）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区(大字） A B C D 合計 割合

引水 0 6 11 0 17 7.2%

下町 0 1 1 0 2 0.8%
灰塚 0 0 3 0 3 1.3%
外牧 0 2 2 0 4 1.7%
岩坂 0 0 2 1 3 1.3%
錦野 1 4 2 0 7 3.0%
古城 0 0 4 2 6 2.5%

高尾野 0 1 0 2 3 1.3%
室 1 3 6 2 12 5.1%
森 1 1 7 0 9 3.8%

真木 0 2 10 0 12 5.1%
陣内 1 6 3 2 12 5.1%
吹田 0 4 2 0 6 2.5%
杉水 1 10 13 2 26 11.0%
瀬田 0 1 1 0 2 0.8%
大津 1 12 25 3 41 17.4%
大林 0 6 9 2 17 7.2%
中島 0 0 2 0 2 0.8%
町 0 2 4 0 6 2.5%

美咲野 3 0 0 0 3 1.3%
平川 0 4 11 6 21 8.9%

矢護川 1 3 10 6 20 8.5%
不明 0 0 2 0 2 0.8%

合計 10 68 130 28 236 100%
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図 町内の空家分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（ ２ ） 所有者意向調査 

 １ ） 所有者意向調査の概要 

実施時期 令和5 年8 月～令和6 年3 月 

対象 

 

調査対象空家2 3 6 件のう ち所有者が特定でき た2 1 4 件について、  

所有者へアンケート を送付。  
 

 

アンケート 送付結果 

回答あり （ 空家該当）  6 8 件 

回答あり （ 空家非該当、 居住済み）  2 2 件 

回答あり （ 持ち主不明、 未記入）  8 件 

未着 3 4 件 

返送なし  1 1 6 件 

総数 2 1 4 件 

  

 

●：空き家ランクAの物件
●：空き家ランクBの物件
●：空き家ランクCの物件
●：空き家ランクDの物件
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２ ） 所有者意向調査の結果 

 

問１  対象の住宅について                                

① あなたは、 下記対象住宅の所有者又は納税義務者ですか。 （ １ つ選択）  

    「 はい」 （ 8 4 .7 % ） が最も 多い結果と なっていま す。  

 

  

 

 

 

 

 

 

問２  所有する 住宅の状況について                            

 ① 住宅にどなたかお住ま いになっていま すか。 （ １ つ選択）  

「 誰も 住んでいない」 （ 7 3 .1 % ） が最も 多い結果と なっていま す。  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

② 当該住宅を管理する に至った理由は何ですか。 （ １ つ選択）  

「 親ま たは親せき 所有の住宅（ 建物） を相続し たため」 （ 5 0 .7 % ） が最も 多く 、 5 割

を占めていま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

選択肢 件数 比率 

はい 83 84.7% 

いいえ 8 8.2% 

心当たりがない 5 5.1% 

回答なし 2 2.0% 

合計 98 100.0% 

選択肢 件数 比率 

常時住んでいる 13 14.0% 

特定の時期だけ住ん

でいる 
9 9.7% 

誰も住んでいない 68 73.1% 

回答なし 3 3.2% 

 合計 93 100.0% 

選択肢 件数 比率 

自分が住み替えて、前

の住宅（建物）を使わな

くなったため 

3 4.4% 

親または親せき所有の

住宅（建物）を相続した

ため 

35 50.7% 

その他 23 33.3% 

回答なし 8 11.6% 

合計 69 100.0% 

はい

84. 7%

いいえ

8. 2%

心当たり が

ない

5. 1%

回答なし

2. 0%

常時住んでいる

14. 0%

特定の時期だけ

住んでいる

9. 7%

誰も 住んで

いない

73. 1%

回答なし

3. 2%

自分が住み替え

て、 前の住宅

（ 建物） を 使わ

なく なったため

4. 4％

親ま たは親せき 所

有の住宅（ 建物）

を 相続し たため

50. 7%

その他

33. 3%

回答なし

11. 6%
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③ 誰も 住ま なく なって何年経ちま し たか。  

「 1 1 ～2 0 年以内」 （ 3 1 .9 % ） が3 割を 占め最も 多く 、 次いで「 6 ～1 0 年以内」

（ 2 3 .2 % ） 、 「 2 0 年以上」 （ 1 4 .5 % ） と なっていま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 現在、 当該住宅の状況はど のよ う な状態と なっていま すか。 （ １ つ選択）  

「 大規模な修繕が必要（ 屋根、 床下などの構造部分） 」 （ 3 2 .4 % ） が最も 多く 3 割以

上を占めていま す。 次いで「 住める （ 使用でき る ） 状態」 （ 2 1 .1 % ） 、 「 一部修繕すれ

ば住める （ 使用でき る ） 状態（ 障子やフス マ、 軽微な破損等） 」 （ 1 9 .7 % ） と なってい

ま す。  

    およ そ５ 割近く の住宅が、 修繕が必要な住宅と いう こ と が分かり ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 件数 比率 

1 年以内 0 0.0% 

1～3 年以内 8 11.6% 

4～5 年以内 5 7.2% 

6～10 年以内 16 23.2% 

11～20 年以内 22 31.9% 

20 年以上 10 14.5% 

回答なし 8 11.6% 

合計 69 100.0% 

選択肢 件数 比率 

住める （使用でき る ）

状態 
15 21.1% 

一部修繕すれば住め

る （使用できる ）状態

（障子やフス マ、軽微

な破損等） 

14 19.7% 

大規模な修繕が必要

（屋根、床下などの構

造部分） 

23 32.4% 

倒壊の恐れがある 1 1.4% 

わからない 4 5.6% 

既に売却・解体した 2 2.8% 

その他 9 12.7% 

回答なし 3 4.3% 

合計 71 100.0% 

 

0.0%

11.6%

7.2%

23.2%

31.9%

14.5%

11.6%

0% 10% 20% 30% 40%

1年以内

1～3年以内

4～5年以内

6～10年以内

11～20年以内

20年以上

回答なし

住める （ 使

用でき る ）

状態

21. 1%

一部修繕すれば住める

（ 使用でき る ） 状態

（ 障子やフ ス マ、 軽微

な破損等）

19. 7％

大規模な修繕が必要（ 屋根、 床

下など の構造部分）

32. 4%

倒壊の恐

れがある

1. 4%

わから ない

5. 6%

既に売却・

解体し た

2. 8%

その他

12. 7%

回答なし

4. 3％
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問３  当該住宅の管理について                              

① 現在、 当該住宅を管理し ていま すか。 （ １ つ選択）  

「 管理し ている 」 （ 8 5 .5 % ） が最も 多く ７ 割を占めていま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ①－１  管理は、 どなたが行っていま すか。 ( １ つ選択)  

（ ※問３ の①で「 管理し ている 」 と 回答のあった59件について）  

  「 所有者も し く は家族・ 親せき 」 （ 8 6 .4 % ） が最も 多く 、 8 割以上を占めていま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－２  管理は、 どのく ら いの頻度で行っていますか。 （ １ つ選択）  

（ ※問３ の①で「 管理し ている 」 と 回答のあった59件について）  

  「 月１ 回程度」 （ 3 5 .6 % ） が同率で最も 多く 、 次いで「 週１ 回以上」 （ 2 5 .4 % ） と なっ

ていま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 件数 比率 

管理している 59 85.5% 

管理していない 6 8.7% 

わからない 0 0.0% 

回答なし 4 5.8% 

 合計 69 100.0% 

選択肢 件数 比率 

所有者もしくは家族・親せ

き 
51 86.4% 

不動産業者 1 1.7% 

空き 家の 近所の 人に依

頼している 
2 3.4% 

その他 5 8.5% 

合計 59 100.0% 

選択肢 件数 比率 

週１回以上 15 25.4% 

月１回程度 21 35.6% 

半年に１回程度 14 23.7% 

１年に１回程度 5 8.5% 

わからない 1 1.7% 

回答なし 3 5.1% 

合計 59 100.0% 

管理し

ている

85. 5%

管理し てい

ない

8. 7%

わから ない

0. 0%

回答なし

5. 8%

所有者も し く は家

族・ 親せき

86. 4%

不動産

業者

1. 7%

空き 家の近所の人に依

頼し ている

3. 4%

その他

8. 5%

週１ 回以上

25. 4%

月１ 回程度

35. 6%

半年に１

回程度

23. 7%

１ 年に１ 回程度

8. 5%

わから ない

1. 7%

回答なし

5. 1%
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  ①－３  管理は、 どのよ う なこ と を行っていま すか。 （ 複数選択可）  

（ ※問３ の①で「 管理し ている 」 と 回答のあった59件について）  

   「 敷地の手入れ、 草刈り 」 が最も 多く 4 割以上にのぼっていま す。 次いで「 家屋（ 建物）

内の清掃」 （ 2 2 .0 % ） 、 「 破損個所の修繕」 （ 2 0 .3 % ） 、 「 仏壇等の管理」 （ 1 0 .2 % ）

と なっていま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 当該住宅の管理について、 困っている こ と は何ですか。 （ 複数選択可）  

   「 身体的・ 年齢的な問題」 「 困っていない」 （ 2 3 .0 % ） が同率で最も 多い結果と なって

いま す。 次いで「 現住所から 当該住宅ま での距離が遠い」 （ 2 2 .0 % ） と なっていま す。  

 

 

 

 

 

 

 

     

「 その他」 主な意見 

  「 その他」 主な意見 

  ・ 修繕の費用、 倒木の処理 

  ・ 家の中の家財の整理 

     

問４  当該住宅の今後の活用について                           

  ① 当該住宅の今後の活用について、 どのよ う にお考えですか。 （ １ つ選択）  

   「 売却ま たは貸し 出し たい」 （ 2 6 .1 % ） が最も 多く 3 割近く を 占めていま す。 次いで

「 予定なし ・ わから ない」 （ 1 7 .4 % ） 「 将来、 子や孫に相続する 予定」 （ 1 5 .9 % ） と な

っていま す。  

選択肢 件数 

家屋（建物）内の清掃 26 

敷地の手入れ、草刈り 51 

破損個所の修繕 24 

仏壇等の管理 12 

わからない 2 

その他 2 

回答なし 1 

選択肢 件数 

身体的・年齢的な問題 23 

管理の委託料が高い 4 

現住所から当該住宅までの距離が遠い 22 

管理を頼める相手を探すのが大変 8 

困っていない 23 

その他 10 

回答なし 10 

22.0%

43.2%

20.3%

10.2%

1.7%

1.7%

0.8%

0% 20% 40% 60%

23.0%

4.0%

22.0%

8.0%

23.0%

10.0%

10.0%

0% 10% 20% 30%
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② 当該住宅の売却およ び貸出し について、 ど のよ う にお考えですか。 （ １ つ選択）  

   「 売却およ び貸し 出し たく ない」 （ 3 9 .1 % ） が最も 多く 約４ 割を占めていま す。 次いで

「 現状のま ま で良いなら 売却およ び貸し 出し し たい」 （ 2 7 .5 ％） と なっていま す。  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 今後の当該住宅の活用についての課題は何と お考えですか。 （ 複数選択可）  

   「 取り 壊し たいが資金がない」 （ 1 9 .8 ％） が最も 多く 、 次いで「 活用方法が分から ない」

（ 1 8 .5 % ） 、 「 他人に貸すのは不安である 」 （ 1 2 .3 % ） と なっていま す。  

 

選択肢 件数 

活用方法が分からない 15 

他人に貸すのは不安である 7 

取り壊したいが資金がない 16 

その他 30 

回答なし 13 

    「 その他」 主な意見 

    ・ 課題はない。 （ 現在倉庫や納屋と し て活用し ている ）  

選択肢 件数 比率 

売却または貸し出したい 18 26.1% 

現状のままにしておく 9 13.0% 

予定なし・わからない 12 17.4% 

取り 壊して土地を活用し

たい 
3 4.4% 

自分が住む予定である 2 2.9% 

将来、子や孫に相続する

予定  
11 15.9% 

その他 4 5.8% 

回答なし 10 14.5% 

合計 69 100.0% 

 

選択肢 件数 比率 

現状のままで良いなら

売却および貸し出しし

たい 

19 27.5% 

売却および貸し出した

くない 
27 39.1% 

条件が合うなら売却お

よび貸し出ししたい 
7 10.2% 

補修・修繕を自己負担

して売却および貸し出

ししたい 

2 2.9% 

回答なし 14 20.3% 

合計 69 100.0% 

 

現状のま ま で

良いなら 売却

およ び貸し 出

し し たい

27. 5%

売却およ び貸し

出し たく ない

39. 1%

条件が合う なら

売却およ び貸し

出し し たい

10. 2％

補修・ 修繕を 自

己負担し て売却

およ び貸し 出し

し たい

2. 9%

回答なし

20. 3%

売却ま た

は貸し 出

し たい

26. 1%

現状のま

ま にし て

おく

13. 0%

予定なし ・ わから ない

17. 4%

取り 壊し て土地

を 活用し たい

4. 4％

自分が住む予

定である

2. 9%

将来、 子や孫に

相続する 予定

15. 9%

その他

5. 8%

回答なし

14. 5%

18.5%

8.6%

19.8%

37.0%

16.0%

0% 10% 20% 30% 40%
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 ④ 「 空き 家バンク 」 など の制度が実施さ れた場合、 こ の住宅の登録を希望し ま すか。 （ １

つ選択）  

   「 利用し ない」 （ 4 2 .0 % ） が最も 多く ４ 割以上を占めていま す。 一方、 「 利用を検討し

たい」 （ 2 4 .6 % ） 、 「 積極的に利用し たい」 （ 1 6 .0 % ） と なっており 、 約４ 割が利用を

考えていま す。  

 

選択肢 件数 比率 

積極的に利用したい 11 16.0% 

利用を検討したい 17 24.6% 

利用しない 29 42.0% 

その他 2 2.9% 

回答なし 10 14.5% 

合計 69 100.0% 

 

 ⑤ 地域活性化のため、 地域のコ ミ ュ 二ティ 利用又は多数の方での空き 家の活用をする こ と

を希望し ま すか。  

   「 活用し ない」 （ 4 6 .4 % ） が最も 多く 5 割近く を占めていま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極的に活用し て

も ら いたい

15. 9%

活用を 検討し たい

23. 2%
活用し ない

46. 4%

回答なし

14. 5%

選択肢 件数 比率 

積極的に活用してもらい

たい 
11 15.9% 

活用を検討したい 16 23.2% 

活用しない 32 46.4% 

回答なし 10 14.5% 

合計 69 100.0% 

積極的に利

用し たい

16. 0％

利用を 検討

し たい

24. 6%

利用し

ない

42. 0%

その他

2. 9%

回答なし

14. 5%
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
２ －２ ． 空家等における 課題                          

「 大津町空き 家実態調査」 や「 所有者意向調査」 等の結果から 見えてく る 空家等の現状を

踏ま え、 本町における 課題を整理し ま す。  

 

 
 

核家族化や高齢化の進行に伴い、 高齢の居住者が死亡ある いは施設へ入所する こ と などに

よ り 空家と なる ケース が多く 見ら れま す。  

ま た、 居住者の死後、 相続問題など によ り 適切に相続・ 登記さ れていない空家等の場合、

管理者意識が希薄化し 、 財産処分の意思決定が困難になる こ と などを要因と し て、 適切に管

理さ れず長期間に渡って放置さ れてし ま う など、 問題意識が低い所有者が存在し ていま す。  

空家等は一義的には個人の財産であり 、 所有者が自ら の責任で適切に維持管理すべき も の

です。 こ のため、 所有者と し ての管理意識を啓発し ていく 必要があり ま す。  

 

 

空家等の問題を解決し たい意思はある も のの、 所有者によ る 空家等の管理が滞る 原因と し

て、 所有者の高齢化や、 遠方に居住し ている こ と など が原因で日常的な管理が難し く なる と

いったこ と が挙げら れま す。 ま た、 取り 壊し 費用の捻出と いう 経済的な問題や、 「 相談先が

分から ない」 、 「 相続手続き など に関する 情報が不十分なため、 売却など の対応を進めよ う

と し ても 、 課題の整理や具体的な方針の決定が難航し てし ま う 」 と いった情報不足など の問

題も あり ま す。  

こ のよ う な悩みを抱える 空家等の所有者に対し ては、 それぞれの状況に応じ た支援策や相

談先を提供でき る 体制を整備する 必要があり ま す。  

 

 

相続等で所有する こ と と なった空家も 多いこ と から 、 空家等の発生を未然に防ぐ ための効

果的な対応策の検討をする 必要があり ま す。 ま た、 状態が良好な空家については、 「 空き 家

バンク 」 の更なる 活用を後押し する と と も に、 民間事業者が持つ柔軟な発想やノ ウ ハウ を活

かし た利活用を支援し 、 所有者が活用を希望し ない物件については、 民間事業者によ る 管理

代行サービス 等が円滑に導入・ 運営さ れる よ う 、 支援体制の整備に努める 必要があり ま す。  

適切な管理がなさ れず管理不全と なっている 空家等については、 解体資金など の経済的な

課題も ある こ と から 、 除却等に対する 支援策を促進し ていく 必要があり ま す。  

 

 

空家が発生する 要因やそこ から 生じ る 課題は多岐に渡る ため、 庁内関係部局や関係団体な

どと 連携し ながら 、 総合的な空家等対策を検討する 必要があり ま す。  

ま た、 空家等の管理については、 その所有者の責任のも と で維持管理を行う こ と を前提と

し つつ、 近隣地域に与える 影響も 大き いこ と から 、 地域と 連携し ながら 働き かけを行う 必要

があり ま す。  

（ １ ） 当事者意識の啓発に関する 課題 

（ ２ ） 問題解決のための支援策や相談体制に関する 課題 

（ ３ ） 空家本体に関する 課題 

（ ４ ） 地域や関係団体など と の連携に関する 課題 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
３ －１ ． 対策に関する 基本目標                         

本町では、 適切な 管理が行われて いな い空家等が防災、 衛生、 景観等の地域住民の

生活環境に深刻な 影響を 及ぼし て いる こ と に鑑み、 地域住民の生命、 身体又は財産を

保護する と と も に、 その生活環境の保全や空家等の利活用を 推進する た め、 次の２ つ

を 基本目標と し て 設定し 、 空家等の対策に取り 組みま す。  

① 住民の生命、 身体又は財産を 守り 、 安心・ 安全で快適な居住環境を 確保する こ と  

② 空家等の所有者及び地域住民のニーズに応じ た空家等の利活用や除却を 推進する  

こ と  

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
３ －２ ． 対策に関する 基本的な方針                       

（ １ ） 所有者等の意識の啓発及び相談体制の構築 

空家等がも た ら す問題は、 第一義的には所有者等が自ら の責任によ り 的確に対応

する こ と が前提です。 所有者等に対し て 空家等の適正な管理や利活用の意識付けを行

う こ と が重要であ り 、 ま た 、 相続、 転勤な ど によ り 、 全て の人が空家等の所有者等

と なる 可能性があ る こ と を 認識し ても ら う こ と も 重要と なり ま す。 こ のた め、 広く  所

有者等に対し 啓発を 行い、 空家等問題に関する 意識を 高めていき ま す。  

ま た 、 所有者等から の空家等の利活用や維持管理、 除却等に関する 相談に対し て

は、 地域の専門機関と 連携し つつ、 技術的な 助言や支援策を 案内する こ と によ り 、

空家等が管理不全な 状態に陥ら な いよ う 支援し ま す。  

 

（ ２ ） 所有者等の課題に応じ た支援策の検討 

空家問題は、 所有者等が自ら 対応する 必要があ り ま すが、 経済的、 年齢的に管理

が困難な ケ ース や、 所有する 空家と 居住地が遠いた め定期的な 管理が出来な いと い

っ た ケ ース な ど 、 所有者等ご と に様々な 事情が存在し ま す。 そう いっ た 事情に応じ

た 支援策を 検討する と と も に、 所有者等のニーズに合っ た支援を 行いま す。  

 

（ ３ ） 管理不全空家等・ 特定空家等に対する 優先的な取り 組み 

令和5 年度の法改正によ り 、 空家の予防的・ 段階的な 対応が可能と な り 、 管理不全

空家等に対する 措置がよ り 柔軟かつ早期に実施でき る よ う になり ま し た 。  

管理不全状態にあ る 空家等や、 倒壊・ 火災・ 衛生上の支障等を 生じ さ せる 特定空家

等について 、 地域住民の生活環境への悪影響を 未然に防ぐ た め、 優先的に対策を 講じ

ま す。  

 

（ ４ ） 地域住民・ 関係団体と の連携 

空家等の問題は、 地域の生活環境に与え る 影響が大き いこ と から 、  地域の問題と

し て と ら え 、 地域住民の協力のも と 関係団体と 連携を図り 、 空家等の適切な 管理や

利活用、 除却の支援を 推進し 、 安心・ 安全に暮ら せる ま ち づく り を 目指し ま す。  

第３章  空家等対策における施策 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
３ －３ ． 対策に関する 取り 組み                         

（ １ ） 建物の各段階に応じ た 対策の具体的な 取り 組み 

① 空家の発生抑制 

ア． 家屋所有者等への情報提供・ 意識啓発 

空家等の発生を予防する ため、 不動産の移転や相続手続き 、 税金等に関する 相談窓

口の案内を 行う と と も に、 町の取り 組みや適切に管理さ れていない空家が引き 起こ す

問題等について、 様々な情報を広報誌や町ホームページを活用し て広く 周知し ていき

ま す。  

 

イ ． 家屋の長寿命化の促進 

現在居住さ れている 家屋の空家化を 抑制する には、 家屋や土地の耐震性能を高め、

長く 住み続ける こ と ができ る よ う にする こ と も 有用と 考えら れま す。 そのため、 家屋

や土地の耐震化を推進し 、 家屋の長寿命化を支援し ま す。  

 

② 空家等の適切な維持管理の促進 

ア． 空家等所有者への情報提供・ 意識啓発 

空家等は、 所有者等の財産である こ と から 、 所有者等において適切な管理に努める

義務があり ま す。 し かし 、 相続など によ り 複雑な権利関係と なっている 場合や、 所有

者等が遠方に居住し ている 場合、 若し く は所有者の高齢化等によ り 、 適正な管理がな

さ れていない空家等が多く 散見さ れま す。  

そこ で、 町では、 広報誌や町ホームページ等を通じ て適切な管理に関する 情報を発

信する こ と によ り 所有者等に対し て空家等の適正な管理について啓発し ていき ま す。  

 

イ ． 地域や民間企業・ 団体等と の連携によ る 取り 組みの促進 

地域と の意見交換や情報収集によ り 空家に関する 問題の早期発見・ 早期対応に努め、

空家の所有者に対し て適切な維持管理について情報提供や助言を行う と と も に、 地域

によ る 課題解決に向けた取り 組みが展開さ れる よ う に区長や民生委員等へ各種情報を

提供し ていき ま す。  

ま た、 不動産事業者や法務関連の専門団体等と の連携体制を構築し 、 空家等所有者

から の相談に迅速かつ的確に対応でき る 支援体制の充実を図り ま す。  

 

 ウ ． 維持管理に関する 支援の推進 

    高齢である こ と や遠方に居住し ている 等の理由で所有者等が自ら 適切に空家等を維

持管理でき ない場合も 多く 見ら れる こ と から 、 所有者等が空家等の管理代行サービス

を利用し やすく なる よ う にサービス を行う 民間企業の情報を提供し ま す。  
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③ 空家等の利活用の促進   

ア． 中古住宅の流通促進（ 空き 家バンク の活用）  

空家等の流通を促すため、 令和元年に「 大津町空き 家バンク 」 を設置し 、 空家を売

り たい方（ 貸し たい方） の物件情報を 、 空家を買いたい方（ 借り たい方） へ提供し て

いま す。 運用にあたっては、 （ 公社） 全日本不動産協会熊本県本部と （ 一社） 熊本県

宅地建物取引業協会と 協定を締結し 、 適正かつ円滑な運用に努めていま す。  

ま た、 売り たい人、 買いたい人、 貸し たい人、 借り たい人をマッ チングし ていく た

めには登録者を増やす必要がある ので、 空き 家バンク を広く 周知し ていく と と も に、

空家所有者等に対し て個別に登録を促し ていき ま す。  

さ ら に、 空き 家バンク 制度を通じ て空き 家を購入又は賃貸借し た者が行う 改修等に

対し ては、 町が補助金を交付する こ と で利活用を促進し ま す。 こ れによ り 、 空き 家の

再生・ 利活用を推進し 、 地域内での住宅流通の活性化を図り ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま た、 熊本県が推進し ている 「 熊本県あんし ん賃貸支援事業」 と 連携し 、 空家の利活

用を含めて、 高齢者や障がい者、 外国人その他の生活確保要配慮者に対し て安心な住

ま いの提供を図り ま す。  

○ 空き 家バンク  

空家の賃貸・ 売却を希望する 人から 申込みを受けた情報を、 空家の利用を希望

する 人に紹介する 制度で、 「 空家の解消」 、 「 住環境の整備」 、 「 定住促進によ

る 地域の活性化」 を図る こ と を目的と し ている 。  
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イ ． 地域特性・ 課題に応じ た空家の利活用の促進 

空家の観光資源と し ての活用や、 高齢者・ 子育て世帯向けの施設と し ての利活用な

ど 、 地域の特性や課題に応じ た活用策については、 所有者等の意向を尊重し つつ、 民

間事業者が主体と なって検討・ 実施でき る よ う 、 関係団体や地域と 連携し た支援体制

を整備し てま いり ま す。   

 なお、 空家等を従前の用途以外で活用する 場合には、 建築基準法、 都市計画法、 消

防法、 旅館業法等の関係法令を遵守する ため、 関係機関と 連携し 適切な協議を行いま

す。  

 

ウ ． 空家の除却・ 改修等への支援  

国の「 空き 家再生等推進事業」 等や県の補助金を積極的に活用し 、 空家の除却や改

修等に係る 費用への支援を行いま す。 こ れによ り 、 地域内の空家の利活用促進およ び

放置空家の解消を図り ま す。  

 

④ 管理不全空家等・ 特定空家等の対策 

ア． 住民から の情報提供への対応 

地域住民から 管理不全な空家に関する 情報提供や相談があっ た場合は、 現地確認  

を行い現況を確認する と と も に、 所有者等を調査のう え、 必要に応じ て所有者等へ改

善依頼や助言を行いま す。  

ま た、 所有者等が抱える 個別事情に応じ て専門家等の相談窓口を紹介する など 、 問

題解決に繋がる 情報提供を行いま す。  

 

イ ． 空家の除却への支援 

倒壊の恐れがある 空家等に対し ては、 除却費用への支援を行いま す。  

 

ウ ． 管理不全空家等・ 特定空家等に対する 措置等及びその他の対処 

管理不全空家等・ 特定空家等は、 適切な管理がなさ れていないこ と で地域住民の生

活環境に重大な悪影響を及ぼし ている 場合が多く 、 地域住民の生命、 健康、 財産の保

護なら びに健全な生活環境の保全を図る ため、 法に基づく 必要な行政措置を適切かつ

迅速に実施し ま す。  なお、 管理不全空家等・ 特定空家等の判断にあたっては、 国が定

めた「 管理不全空家等及び特定空家等に対する 措置に関する 適切な実施を図る ために

必要な指針（ ガイ ド ラ イ ン） 」 に基づき 、 大津町空家等対策推進協議会（ 以下、 「 協

議会」 ） の意見を聴取し 、 町長が決定し ま す。  
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【 管理不全空家等及び特定空家等に対する 事務の流れ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民、 自治会等から の 

情報提供 

特定空家等の認定 

空家等の実態調査 

所有者の調査、 状況の確認 

改善依頼、 助言 

（ 空家法第1 2 条）  

管理不全空家等の認定 

    指導 

（ 空家法第1 3 条第1 項）  

助言又は指導 

（ 空家法第2 2 条第1 項）  

    勧告 

（ 空家法第1 3 条第2 項）  

勧告 

（ 空家法第2 2 条第2 項）  

所

有

者

等

に

よ

る

改

善 

勧告を受けた場合には、

固定資産税等の住宅用地 

特例は解除さ れま す。  

命令 

（ 空家法第2 2 条第3 項）  

災

害

そ

の

他

非

常

の

場

合 

※「 管理不全空家等の認定」

「 特定空家等の認定」 以降は、

必要に応じ て大津町空家等対策

推進協議会に意見を求める 。  

行政代執行 

（ 空家法第2 2 条第9 項）  

緊急代執行 

（ 空家法第2 2 条第1 1 項）  

略式代執行 

（ 空家法第2 2 条第1 0 項）  

           戒告 

（ 行政代執行法）  

所

有

者

不

明

の

場

合 
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（ ２ ） 空家等の調査 
 

①調査の趣旨 

空家等は町内全域に存在する た め、 空家等の対策を 推進する た めにはその実態を 把

握する こ と が必要と な り ま す。 こ のた め、 町では、 定期的に空家等の実態調査を 行

い、 空家等の数、 位置、 状態な ど の確認を 行いま す。  

ま た 今後、 国が実施する 国勢調査や住宅・ 土地統計調査な ど の統計調査のほか、

住民や地域から 寄せら れた 情報等を も と に、 新た に発生する 空家等や既存の空家等

の情報を 更新し 、 適切な 対応を 実施する ための実態把握に努めま す。  

把握し た 空家等について は、 法に基づく 情報提供や行政指導等を 行う た め、 必要

と さ れる 範囲で住民票情報や登記情報、 固定資産税の課税情報等によ り 、 所有者等

の特定を 行いま す。  

 

②実態調査 

・ 空家等の所在及び当該空家等の所有者等及び空家の状態等を 把握する た め、 現地調

査を 実施し ま す。  調査は、 おおむね5 年毎に行い 、 関係団体や地域住民等と 連携

し 、 継続的に情報を 更新し ていき ま す。  

・ 特定し た 空家等の所有者等に対し 、 必要な 情報提供や意向確認を 行う た め、 訪問等

によ る 聞き 取り や、 ア ン ケ ート を 実施し ま す。 ア ン ケ ート 等の送付は、 個別に行う

ほか、 納税通知書など 定期的な通知等を 活用し て 行いま す。  

 

③空家等情報のデータ ベース 化 

空家等の調査によ り 取得し た 情報及び当該空家等対策を 行う にあ たり 必要な 情報

について 、 データ ベース を 整備し 、 総務課において 管理し ま す。 ま た、 データ ベース

の情報は関係部局で共有し ま す。  

整備する データ ベース の情報は以下のと おり と し ま す。  

 

 

 

 

 

※固定資産税等の住宅用地の特例除外 

  土地に対する 固定資産税が課税さ れる 年の１ 月１ 日（ 賦課期日） において、 住宅やア

パート 等、 人が居住する ための家屋の敷地と し て利用さ れている 土地（ 住宅用地） につ

いては、 下表の特例措置があり 、 税金が軽減さ れています。  

固定資産税等の住宅用地の特例 

 
小規模住宅用地 

（ 2 0 0 ㎡以下の部分）  

一般住宅用地 

（ 2 0 0 ㎡を超える 部分）  

固定資産税の課税標準 1 ／6 に減額 1 ／3 に減額 

①空家等基本情報（ 所在地、 建物種類、 階数、 構造等）  

②現地調査情報（ 老朽度、 周辺への影響、 維持管理の状態等）  

③所有者等情報（ 建物所有者等の住所等）  

④対応履歴（ 助言や指導等の履歴）  

⑤その他必要な事項 
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④所有者等が特定でき な い場合        

所有者等の確認にあたっては、 主に以下の調査によ り 把握する こ と と し 、 所有者が死亡

さ れている 場合は、 法定相続人について調査をし 、 所有者等の特定に努めま す。   

こ れま で登記事項証明書では把握でき なかった未登記家屋の所有者、 現所有者、 納税管

理人、 送付先等については、 法第1 0 条に基づき 固定資産税課税情報を必要な限度において

利用し 、 所有者を調査し ま す。 所有者が不明等の場合には、 「 財産管理制度」 ※1 を活用す

る など適切な対応を検討し ま す。  

ま た、 所有者等確認のため送付し た郵便等が返送さ れた場合は、 送付先の市町村に住民

票の閲覧請求を 行う 等調査を 行い、 なおも 所在が不明な場合には、 「 過失なく 所有者等を

確知でき ない者」 と 判断し 、 データ ベース に登録し ま す。   

  

※1 「 財産管理制度」 と は、 所有者が不明ま たは所在不明であ る 不動産や、 所有者によ る 管理が不適切

な不動産について、 裁判所の命令によ り 管理人を 選任し 、 適切な管理を 図る 制度のこ と です。 空家等対策

の実効性を 確保する ため、 令和5 年改正法によ り 制度の拡充が図ら れま し た。   

【 所有者等の特定の基本的な手順】  

  

① 登記簿謄本（ 登記事項証明書） によ る 調査  

・ 建物登記簿謄本によ る 所有者情報  

・ 土地登記簿謄本によ る 所有者情報（ 建物未登記の場合等も あり 、 併せて調査する ）  

② 固定資産税課税情報の活用  

・ 法第1 0 条の規定に基づき 税務課へ照会、 家屋・ 土地課税台帳によ る 所有者情報 

③ 戸籍等の調査  

・ 住民票、 住民票の除票等  

・ 戸籍謄本、 戸籍の附票等 

 ④ 住民等への聞き 取り   

・ 空家の近隣に居住する 住民  

・ 空家の存する 自治組織（ 行政区等）  

・ 共同住宅を調査対象と する 場合は、 管理会社や管理組合  

 

 

（ ３ ） 住民等から の空家等に関する 相談への対応 

空家等に係る 問題は多岐にわた る こ と から 、 相談窓口を 一元化し 、  庁内の関係部署及

び県、 その他の関係団体と 連携し た相談体制の整備を 行いま す。  

個々の相談内容に応じ て 、 関係部署及び関係団体、 協議会と 連携、 相談し 対応し ま

す。 対応内容については、  経過等について記録し 、 関係部署等で共有し ま す。  
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（ １ ） 庁内の組織体制及び役割 

空家等に係る 問題は多岐にわたる こ と から 、 居住（ 使用） さ れている 状況から 管理不全

な状況に至る ま での各段階に応じ た対策を講じ ていく こ と が必要です。  

空家等対策を効果的・ 効率的に推進する ため、 庁内関係部署によ る 体制を整備し 、 情報

を共有し ながら 連携し て対応し ま す。  

 

大分類 小分類 担当課 

空家等に関する  

総合的な管理 
・ 空家等対策計画の策定、 進行管理 

・ 大津町空家等対策推進協議会の運営 

総務課 

空家等の調査 
・ 空家等及び所有者の状況把握 

・ データ ベース 管理 

空き 家バンク の運営

等 

・ 空き 家バンク の運営 

・ 空き 家バンク 登録物件の改修費助成 

住民への啓発 

・ 住民の意識醸成のための広報 

・ 空家情報提供（ 住宅セーフティ ネッ ト 法の  

活用、 移住定住相談など）  

相談窓口 
・ 住民向けの相談窓口の運営（ 個別案件は各担

当課へ）  

特定空家等の対策 

・ 景観を著し く 損なっている 、 又は、 倒壊の恐 

れがある 空家など、 防犯・ 保安上危険な空 

家（ いわゆる 特定空家等） の対策 

防災交通課 

空家の発生を抑制す

る ための支援 
・ 国庫補助等を活用し た居住中の家屋の耐震化 都市計画課 

空家等の利活用 
・ 地域特性、 課題に応じ た空家の利活用の促進 

・ リ ノ ベーショ ン、 利活用相談等の支援 

総務課 

商業観光課 

空家等に関する 税 
・ 特定空家等認定に伴う 課税処理に関する こ と  

・ 空家等に関する 税の相談 
税務課 

空家等周辺の 

環境整備 

・ 空家、 空地周辺の環境整備に関する こ と  環境保全課 

・ 道路に影響を及ぼす空家、 空地に関する こ と  建設課 

・ 農地付き 空家に関する こ と  農業委員会事務局 

住宅セーフティ ネッ

ト 法関係業務 

・ 住宅確保要配慮者（ 低所得者、 被災者、 高齢

者、 障がい者、 子ど も を療育し ている 者、 外

国人など） の支援 

福祉課 

・ 登録住宅に対する 改修費補助に関する こ と  

・ 空家所有者（ 大家） への情報提供 
都市計画課 

 

 

第４章  空家等対策の実施体制 
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（ ２ ） 大津町空家等対策推進協議会 

①趣旨 

空家等対策を 実施する にあ た り 、 意見聴取及び協議を 行う た め 有識者及び関係

機関の職員等によ る 「 大津町空家等対策推進協議会」 を 設置し ま す。  

 

②所掌事務 

   協議会の所掌事務は以下のと おり と し ま す。  

ⅰ 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する 協議 

ⅱ 空家等の調査に関する 協議 

ⅲ 空家等が特定空家等に該当する か否かの判断及び特定空家等の 

措置に関する 協議 

ⅳ 町長がその他空家等に関する 対策の推進に関し 必要と する 事項 

 

③構成 

大津町空家等対策推進協議会の構成について は、 町長のほか、 有識者、 町議会

議員、 地域住民、 関係行政機関の職員等で構成し ま す。  

 

（ ３ ） 関係機関等と の連携 

  空家等に関する 相談に適切に対応する ため、 国・ 県・ 近隣自治体や関係機関、 関係団体等

の連携及び協力のも と 空家等対策を実施し ま す。  

 

関係団体等 連携及び協力する 内容 

国・ 県 基本指針の策定、 事業への補助、 行政支援 

弁護士・ 司法書士・  

行政書士・ 土地家屋調査士 
相続に関する 相談及び調査、 財産の所有権移転手続き 等 

不動産業者・ 不動産鑑定士 
所有者の空家等利活用相談、 「 空き 家バンク 」 の運用に関す

る 技術的支援 

建設業者 空家等の解体、 改修の相談及び対応等 

建築士 空家等の修繕、 改善、 耐震診断などの技術的な対応等 

警察・ 消防 危険回避のための対応等 

行政区 空家等情報の提供、 跡地の利活用等 
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（ １ ） 成果指標について  

本計画での空き 家等対策の推進の目標と し て 、 以下の指標を 掲げま す。  

今後も 空き 家数を 増加さ せな いよ う に成果指標を 定め、 こ れら を 達成する よ う  

努めま す。  

活動指標（ アウ ト カム指標） と 目標値 

指標名 単位 
      

延べ件数 

現状値 

（ 令和７ 年度）  
目標 

老朽危険空家等除却

件数 件 1 3 件 ２ 件 5 件/年 

空き 家バンク の登録

件数 件 ４ 件 ０ 件 ２ 件/年 

空き 家バンク の利用

申込件数 件 1 2 9 件 １ 件 1 0 件/年 

 

活動指標（ アウ ト プッ ト 指標） と 目標値 

指標名 
指標の定義・ 説

明 単位 
現状値 

（ 令和７ 年度）  

 

目標 

老朽危険空家等

除却に 関する 情

報提供 

広報誌での 

周知件数 回 2  2  

ホームページで

の周知件数 
回 2  2  

 

空き 家の 適正管

理に 関する 情報

提供 

広報誌での 

周知件数 回 1  2  

ホームページで

の周知件数 
回 1  2  

 

（ ２ ） 地域での空家等対策の検討と 情報の共有 

空家等の管理は、 所有者等が適切に対処すべき 問題ですが、 地域全体で対処方法を

検討・ 共有する こ と は有効である た め、 協議会で の検討状況や 空家等の情報（ 個人情

報を 除く ） に関し 、 積極的に公開を 行いま す。  

 

（ ３ ） 他法令と の連携 

空家等の対策は、 こ の法律に 限ら ず 、 建 築基準 法、  消防法 、 道 路法、 災害対策基本

法、 災害救助法な ど 、 そ れぞれの法律の目的に応じ て 、 必要な 措置等を 講ずる 必要が

あ り ま す。 こ のた め 、 空家等の情報について 、 関係部署で共有し 、 密に連携を 図り ま

す。  

 

 

第５章  空家等対策を推進するための取り組み 
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（ ４ ） 計画の検証と 見直し  

本計画は、 住宅・ 土地統計調査な ど の統計調査の結果や、 取組状況及び実績な ど の

検証・ 評価を 実施し 、 地域情勢の変化、 法令や国の補助制度等の改正等、 必要に応じ

て 随時見直し を 行いま す。  

計画の見直し を する 場合は、協議会での協議を 行う も のと し ま す。  
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【資料編１】 空家等対策の推進に関する特別措置法 

 

（ 平成二十六年十一月二十七日）  

（ 法律第百二十七号）  

第一章 総則 

(令五法五〇・ 章名追加) 

(目的) 

第一条 こ の法律は、 適切な管理が行われていない空家等が防災、 衛生、 景観等の地域

住民の生活環境に深刻な影響を 及ぼし ている こ と に鑑み、 地域住民の生命、 身体又は財産

を 保護する と と も に、 その生活環境の保全を 図り 、 あわせて空家等の活用を 促進する ため

、 空家等に関する 施策に関し 、 国によ る 基本指針の策定、 市町村(特別区を含む。 第十条第

二項を除き 、 以下同じ 。 )によ る 空家等対策計画の作成その他の空家等に関する 施策を推進

する ために必要な事項を定める こ と によ り 、 空家等に関する 施策を総合的かつ計画的に推

進し 、 も って公共の福祉の増進と 地域の振興に寄与する こ と を目的と する 。  

(定義) 

第二条 こ の法律において「 空家等」 と は、 建築物又はこ れに附属する 工作物であって

居住その他の使用がなさ れていないこ と が常態である も の及びその敷地(立木その他の土地

に定着する 物を含む。 第十四条第二項において同じ 。 )をいう 。 ただし 、 国又は地方公共団

体が所有し 、 又は管理する も のを除く 。  

２  こ の法律において「 特定空家等」 と は、 そのま ま 放置すれば倒壊等著し く 保安上危

険と なる おそれのある 状態又は著し く 衛生上有害と なる おそれのある 状態、 適切な管理が

行われていないこ と によ り 著し く 景観を 損なっている 状態その他周辺の生活環境の保全を

図る ために放置する こ と が不適切である 状態にある と 認めら れる 空家等をいう 。  

(令五法五〇・ 一部改正) 

(国の責務) 

第三条 国は、 空家等に関する 施策を総合的に策定し 、 及び実施する 責務を有する 。  

２  国は、 地方公共団体その他の者が行う 空家等に関する 取組のために必要と なる 情報

の収集及び提供その他の支援を行う よ う 努めなければなら ない。  

３  国は、 広報活動、 啓発活動その他の活動を 通じ て、 空家等の適切な管理及びその活

用の促進に関し 、 国民の理解を深める よ う 努めなければなら ない。  

(令五法五〇・ 全改) 

(地方公共団体の責務) 

第四条 市町村は、 第七条第一項に規定する 空家等対策計画の作成及びこ れに基づく 空

家等に関する 対策の実施その他の空家等に関し て必要な措置を適切に講ずる よ う 努めなけ

ればなら ない。  

２  都道府県は、 第七条第一項に規定する 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施そ

の他空家等に関し こ の法律に基づき 市町村が講ずる 措置について、 当該市町村に対する 情

報の提供及び技術的な助言、 市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行う よ う 努めな

ければなら ない。  



 

3 1  

 

(令五法五〇・ 全改) 

(空家等の所有者等の責務) 

第五条 空家等の所有者又は管理者(以下「 所有者等」 と いう 。 )は、 周辺の生活環境に悪

影響を 及ぼさ ないよ う 、 空家等の適切な管理に努める と と も に、 国又は地方公共団体が実

施する 空家等に関する 施策に協力する よ う 努めなければなら ない。  

(令五法五〇・ 追加) 

(基本指針) 

第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、 空家等に関する 施策を 総合的かつ計画的に実施

する ための基本的な指針(以下「 基本指針」 と いう 。 )を定める も のと する 。  

２  基本指針においては、 次に掲げる 事項を定める も のと する 。  

一 空家等に関する 施策の実施に関する 基本的な事項 

二 次条第一項に規定する 空家等対策計画に関する 事項 

三 所有者等によ る 空家等の適切な管理について指針と なる べき 事項 

四 その他空家等に関する 施策を総合的かつ計画的に実施する ために必要な事項 

３  国土交通大臣及び総務大臣は、 基本指針を 定め、 又はこ れを変更する と き は、 あら

かじ め、 関係行政機関の長に協議する も のと する 。  

４  国土交通大臣及び総務大臣は、 基本指針を 定め、 又はこ れを変更し たと き は、 遅滞

なく 、 こ れを公表し なければなら ない。  

(令五法五〇・ 旧第五条繰下・ 一部改正) 

(空家等対策計画) 

第七条 市町村は、 その区域内で空家等に関する 対策を総合的かつ計画的に実施する た

め、 基本指針に即し て、 空家等に関する 対策についての計画(以下「 空家等対策計画」 と い

う 。 )を定める こ と ができ る 。  

２  空家等対策計画においては、 次に掲げる 事項を定める も のと する 。  

一 空家等に関する 対策の対象と する 地区及び対象と する 空家等の種類その他の空家等

に関する 対策に関する 基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する 事項 

四 所有者等によ る 空家等の適切な管理の促進に関する 事項 

五 空家等及び除却し た空家等に係る 跡地(以下「 空家等の跡地」 と いう 。 )の活用の促進

に関する 事項 

六 特定空家等に対する 措置(第二十二条第一項の規定によ る 助言若し く は指導、 同条第

二項の規定によ る 勧告、 同条第三項の規定によ る 命令又は同条第九項から 第十一項ま での

規定によ る 代執行をいう 。 以下同じ 。 )その他の特定空家等への対処に関する 事項 

七 住民等から の空家等に関する 相談への対応に関する 事項 

八 空家等に関する 対策の実施体制に関する 事項 

 

九 その他空家等に関する 対策の実施に関し 必要な事項 
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３  前項第五号に掲げる 事項には、 次に掲げる 区域内の区域であっ て、 当該区域内の空

家等の数及びその分布の状況、 その活用の状況その他の状況から みて当該区域における 経

済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要と なる

と 認めら れる 区域(以下「 空家等活用促進区域」 と いう 。 )並びに当該空家等活用促進区域に

おける 空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図る ための指針(以下「 空家等活用促進指針

」 と いう 。 )に関する 事項を定める こ と ができ る 。  

一 中心市街地の活性化に関する 法律(平成十年法律第九十二号)第二条に規定する 中心市

街地 

二 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第五条第四項第八号に規定する 地域再生拠点 

三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する 地域住宅団地再生区域 

四 地域における 歴史的風致の維持及び向上に関する 法律(平成二十年法律第四十号)第二

条第二項に規定する 重点区域 

五 前各号に掲げる も ののほか、 市町村における 経済的社会的活動の拠点と し ての機能

を有する 区域と し て国土交通省令・ 総務省令で定める 区域 

４  空家等活用促進指針には、 おおむね次に掲げる 事項を定める も のと する 。  

一 空家等活用促進区域における 空家等及び空家等の跡地の活用に関する 基本的な事項 

二 空家等活用促進区域における 経済的社会的活動の促進のために活用する こ と が必要

な空家等の種類及び当該空家等について誘導すべき 用途(第十六条第一項及び第十八条にお

いて「 誘導用途」 と いう 。 )に関する 事項 

三 前二号に掲げる も ののほか、 空家等活用促進区域における 空家等及び空家等の跡地

の活用を通じ た経済的社会的活動の促進に関し 必要な事項 

５  空家等活用促進指針には、 前項各号に掲げる 事項のほか、 特例適用建築物(空家等活

用促進区域内の空家等に該当する 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条

第一号に規定する 建築物をいう 。 以下こ の項及び第九項において同じ 。 )又は空家等の跡地

に新築する 建築物をいう 。 次項及び第十項において同じ 。 )について第十七条第一項の規定

によ り 読み替えて適用する 同法第四十三条第二項(第一号に係る 部分に限る 。 次項において

同じ 。 )の規定又は第十七条第二項の規定によ り 読み替えて適用する 同法第四十八条第一項

から 第十三項ま で(こ れら の規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する 場合

を含む。 第九項において同じ 。 )の規定のただし 書の規定の適用を受ける ための要件に関す

る 事項を定める こ と ができ る 。  

６  前項の第十七条第一項の規定によ り 読み替えて適用する 建築基準法第四十三条第二

項の規定の適用を受ける ための要件(第九項及び第十七条第一項において「 敷地特例適用要

件」 と いう 。 )は、 特例適用建築物(その敷地が幅員一・ 八メ ート ル以上四メ ート ル未満の道

(同法第四十三条第一項に規定する 道路に該当する も のを除く 。 )に二メ ート ル以上接する も

のに限る 。 )について、 避難及び通行の安全上支障がなく 、 かつ、 空家等活用促進区域内に

おける 経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資する も のと し て国土交通

省令で定める 基準を参酌し て定める も のと する 。  

 

７  市町村は、 第三項に規定する 事項を定める と き は、 あら かじ め、 当該空家等活用促

進区域内の住民の意見を反映さ せる ために必要な措置を講ずる も のと する 。  
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８  市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指

定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く 。 )は、 第三項に規定する 事

項を 定める 場合において、 市街化調整区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第

一項に規定する 市街化調整区域をいう 。 第十八条第一項において同じ 。 )の区域を含む空家

等活用促進区域を 定める と き は、 あら かじ め、 当該空家等活用促進区域の区域及び空家等

活用促進指針に定める 事項について、 都道府県知事と 協議をし なければなら ない。  

９  市町村は、 空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する 事項又は第五項の第十

七条第二項の規定によ り 読み替えて適用する 建築基準法第四十八条第一項から 第十三項ま

での規定のただし 書の規定の適用を受ける ための要件(以下「 用途特例適用要件」 と いう 。 )

に関する 事項を 記載する と き は、 あら かじ め、 当該事項について、 当該空家等活用促進区

域内の建築物について建築基準法第四十三条第二項第一号の規定によ る 認定又は同法第四

十八条第一項から 第十三項ま で(こ れら の規定を同法第八十七条第二項又は第三項において

準用する 場合を含む。 第十七条第二項において同じ 。 )の規定のただし 書の規定によ る 許可

の権限を有する 特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する 特定行政庁をいう 。 以下こ の

項及び次項において同じ 。 )と 協議をし なければなら ない。 こ の場合において、 用途特例適

用要件に関する 事項については、 当該特定行政庁の同意を得なければなら ない。  

１ ０  前項の規定によ り 用途特例適用要件に関する 事項について協議を 受けた特定行政

庁は、 特例適用建築物を用途特例適用要件に適合する 用途に供する こ と が空家等活用促進

区域における 経済的社会的活動の促進のためにやむを得ないも のである と 認める と き は、

同項の同意をする こ と ができ る 。  

１ １  空家等対策計画(第三項に規定する 事項が定めら れたも のに限る 。 第十六条第一項

及び第十八条第一項において同じ 。 )は、 都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、 開

発及び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する 基本的な方針と の調

和が保たれたも のでなければなら ない。  

１ ２  市町村は、 空家等対策計画を定めたと き は、 遅滞なく 、 こ れを公表し なければな

ら ない。  

１ ３  市町村は、 都道府県知事に対し 、 空家等対策計画の作成及び実施に関し 、 情報の

提供、 技術的な助言その他必要な援助を求める こ と ができ る 。  

１ ４  第七項から 前項ま での規定は、 空家等対策計画の変更について準用する 。  

(令五法五〇・ 旧第六条繰下・ 一部改正) 

(協議会) 

第八条 市町村は、 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する 協議を 行う ため

の協議会(以下こ の条において「 協議会」 と いう 。 )を組織する こ と ができ る 。  

２  協議会は、 市町村長(特別区の区長を含む。 以下同じ 。 )のほか、 地域住民、 市町村の

議会の議員、 法務、 不動産、 建築、 福祉、 文化等に関する 学識経験者その他の市町村長が

必要と 認める 者をも って構成する 。  

３  前二項に定める も ののほか、 協議会の運営に関し 必要な事項は、 協議会が定める 。  

 

(令五法五〇・ 旧第七条繰下) 
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第二章 空家等の調査 

(令五法五〇・ 章名追加) 

(立入調査等) 

第九条 市町村長は、 当該市町村の区域内にある 空家等の所在及び当該空家等の所有者

等を把握する ための調査その他空家等に関し こ の法律の施行のために必要な調査を行う こ

と ができ る 。  

２  市町村長は、 第二十二条第一項から 第三項ま での規定の施行に必要な限度において

、 空家等の所有者等に対し 、 当該空家等に関する 事項に関し 報告さ せ、 又はその職員若し

く はその委任し た者に、 空家等と 認めら れる 場所に立ち入って調査を さ せる こ と ができ る

。  

３  市町村長は、 前項の規定によ り 当該職員又はその委任し た者を 空家等と 認めら れる

場所に立ち入ら せよ う と する と き は、 その五日前ま でに、 当該空家等の所有者等にその旨

を 通知し なければなら ない。 ただし 、 当該所有者等に対し 通知する こ と が困難である と き

は、 こ の限り でない。  

４  第二項の規定によ り 空家等と 認めら れる 場所に立ち入ろう と する 者は、 その身分を

示す証明書を携帯し 、 関係者の請求があったと き は、 こ れを提示し なければなら ない。  

５  第二項の規定によ る 立入調査の権限は、 犯罪捜査のために認めら れたも のと 解釈し

てはなら ない。  

(令五法五〇・ 一部改正) 

(空家等の所有者等に関する 情報の利用等) 

第十条 市町村長は、 固定資産税の課税その他の事務のために利用する 目的で保有する

情報であっ て氏名その他の空家等の所有者等に関する も のについては、 こ の法律の施行の

ために必要な限度において、 その保有に当たって特定さ れた利用の目的以外の目的のため

に内部で利用する こ と ができ る 。  

２  都知事は、 固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理する も のと さ れている も

ののう ち特別区の存する 区域においては都が処理する も のと さ れている も ののために利用

する 目的で都が保有する 情報であっ て、 特別区の区域内にある 空家等の所有者等に関する

も のについて、 当該特別区の区長から 提供を 求めら れたと き は、 こ の法律の施行のために

必要な限度において、 速やかに当該情報の提供を行う も のと する 。  

３  前項に定める も ののほか、 市町村長は、 こ の法律の施行のために必要がある と き は

、 関係する 地方公共団体の長、 空家等に工作物を設置し ている 者その他の者に対し て、 空

家等の所有者等の把握に関し 必要な情報の提供を求める こ と ができ る 。  

(令五法五〇・ 一部改正) 

(空家等に関する データ ベース の整備等) 

第十一条 市町村は、 空家等(建築物を販売し 、 又は賃貸する 事業を行う 者が販売し 、 又

は賃貸する ために所有し 、 又は管理する も の(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさ ないよ う 適

切に管理さ れている も のに限る 。 )を除く 。 以下こ の条、 次条及び第十五条において同じ 。 )

に関する データ ベース の整備その他空家等に関する 正確な情報を 把握する ために必要な措

置を講ずる よ う 努める も のと する 。  
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(令五法五〇・ 一部改正) 

第三章 空家等の適切な管理に係る 措置 

(令五法五〇・ 章名追加) 

(所有者等によ る 空家等の適切な管理の促進) 

第十二条 市町村は、 所有者等によ る 空家等の適切な管理を 促進する ため、 こ れら の者

に対し 、 情報の提供、 助言その他必要な援助を行う よ う 努める も のと する 。  

(適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する 措置) 

第十三条 市町村長は、 空家等が適切な管理が行われていないこ と によ り そのま ま 放置

すれば特定空家等に該当する こ と と なる おそれのある 状態にある と 認める と き は、 当該状

態にある と 認めら れる 空家等(以下「 管理不全空家等」 と いう 。 )の所有者等に対し 、 基本指

針(第六条第二項第三号に掲げる 事項に係る 部分に限る 。 )に即し 、 当該管理不全空家等が特

定空家等に該当する こ と と なる こ と を防止する ために必要な措置をと る よ う 指導をする こ

と ができ る 。  

２  市町村長は、 前項の規定によ る 指導を し た場合において、 なお当該管理不全空家等

の状態が改善さ れず、 そのま ま 放置すれば特定空家等に該当する こ と と なる おそれが大き

いと 認める と き は、 当該指導を し た者に対し 、 修繕、 立木竹の伐採その他の当該管理不全

空家等が特定空家等に該当する こ と と なる こ と を防止する ために必要な具体的な措置につ

いて勧告する こ と ができ る 。  

(令五法五〇・ 追加) 

(空家等の管理に関する 民法の特例) 

第十四条 市町村長は、 空家等につき 、 その適切な管理のため特に必要がある と 認める

と き は、 家庭裁判所に対し 、 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定に

よ る 命令又は同法第九百五十二条第一項の規定によ る 相続財産の清算人の選任の請求を す

る こ と ができ る 。  

２  市町村長は、 空家等(敷地を除く 。 )につき 、 その適切な管理のため特に必要がある と

認める と き は、 地方裁判所に対し 、 民法第二百六十四条の八第一項の規定によ る 命令の請

求をする こ と ができ る 。  

３  市町村長は、 管理不全空家等又は特定空家等につき 、 その適切な管理のため特に必

要がある と 認める と き は、 地方裁判所に対し 、 民法第二百六十四条の九第一項又は第二百

六十四条の十四第一項の規定によ る 命令の請求をする こ と ができ る 。  

(令五法五〇・ 追加) 

第四章 空家等の活用に係る 措置 

(令五法五〇・ 章名追加) 

(空家等及び空家等の跡地の活用等) 

第十五条 市町村は、 空家等及び空家等の跡地(土地を販売し 、 又は賃貸する 事業を行う

者が販売し 、 又は賃貸する ために所有し 、 又は管理する も のを 除く 。 )に関する 情報の提供

その他こ れら の活用のために必要な対策を講ずる よ う 努める も のと する 。  

 

(令五法五〇・ 旧第十三条繰下) 
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(空家等の活用に関する 計画作成市町村の要請等) 

第十六条 空家等対策計画を作成し た市町村(以下「 計画作成市町村」 と いう 。 )の長は、

空家等活用促進区域内の空家等(第七条第四項第二号に規定する 空家等の種類に該当する も

のに限る 。 以下こ の条において同じ 。 )について、 当該空家等活用促進区域内の経済的社会

的活動の促進のために必要がある と 認める と き は、 当該空家等の所有者等に対し 、 当該空

家等について空家等活用促進指針に定めら れた誘導用途に供する ために必要な措置を 講ず

る こ と を要請する こ と ができ る 。  

２  計画作成市町村の長は、 前項の規定によ る 要請をし た場合において、 必要がある と

認める と き は、 その要請を受けた空家等の所有者等に対し 、 当該空家等に関する 権利の処

分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずる よ う 努める も のと する 。  

(令五法五〇・ 追加) 

(建築基準法の特例) 

第十七条 空家等対策計画(敷地特例適用要件に関する 事項が定めら れたも のに限る 。 )が

第七条第十二項(同条第十四項において準用する 場合を含む。 )の規定によ り 公表さ れたと き

は、 当該公表の日以後は、 同条第六項に規定する 特例適用建築物に対する 建築基準法第四

十三条第二項第一号の規定の適用については、 同号中「 、 利用者」 と ある のは「 利用者」

と 、 「 適合する も ので」 と ある のは「 適合する も の又は空家等対策の推進に関する 特別措

置法(平成二十六年法律第百二十七号)第七条第十二項(同条第十四項において準用する 場合

を含む。 )の規定によ り 公表さ れた同条第一項に規定する 空家等対策計画に定めら れた同条

第六項に規定する 敷地特例適用要件に適合する 同項に規定する 特例適用建築物で」 と する

。  

２  空家等対策計画(用途特例適用要件に関する 事項が定めら れたも のに限る 。 )が第七条

第十二項(同条第十四項において準用する 場合を含む。 )の規定によ り 公表さ れたと き は、 当

該公表の日以後は、 同条第五項に規定する 特例適用建築物に対する 建築基準法第四十八条

第一項から 第十三項ま での規定の適用については、 同条第一項から 第十一項ま で及び第十

三項の規定のただし 書の規定中「 特定行政庁が」 と ある のは「 特定行政庁が、 」 と 、 「 認

め、 」 と ある のは「 認めて許可し た場合」 と 、 同条第一項ただし 書中「 公益上やむを 得な

い」 と ある のは「 空家等対策の推進に関する 特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第

七条第十二項(同条第十四項において準用する 場合を含む。 )の規定によ り 公表さ れた同条第

一項に規定する 空家等対策計画に定めら れた同条第九項に規定する 用途特例適用要件(以下

こ の条において「 特例適用要件」 と いう 。 )に適合する と 認めて許可し た場合その他公益上

やむを 得ない」 と 、 同条第二項から 第十一項ま で及び第十三項の規定のただし 書の規定中

「 公益上やむを 得ない」 と ある のは「 特例適用要件に適合する と 認めて許可し た場合その

他公益上やむを 得ない」 と 、 同条第十二項ただし 書中「 特定行政庁が」 と ある のは「 特定

行政庁が、 特例適用要件に適合する と 認めて許可し た場合その他」 と する 。  

(令五法五〇・ 追加) 

(空家等の活用の促進についての配慮) 

第十八条 都道府県知事は、 第七条第十二項(同条第十四項において準用する 場合を含む

。 )の規定によ り 公表さ れた空家等対策計画に記載さ れた空家等活用促進区域(市街化調整区

域に該当する 区域に限る 。 )内の空家等に該当する 建築物(都市計画法第四条第十項に規定す
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る 建築物を いう 。 以下こ の項において同じ 。 )について、 当該建築物を誘導用途に供する た

め同法第四十二条第一項ただし 書又は第四十三条第一項の許可(いずれも 当該建築物の用途

の変更に係る も のに限る 。 )を求めら れたと き は、 第七条第八項の協議の結果を 踏ま え、 当

該建築物の誘導用途と し ての活用の促進が図ら れる よ う 適切な配慮をする も のと する 。  

２  前項に定める も ののほか、 国の行政機関の長又は都道府県知事は、 同項に規定する

空家等対策計画に記載さ れた空家等活用促進区域内の空家等について、 当該空家等を 誘導

用途に供する ため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定によ る 許可

その他の処分を 求めら れたと き は、 当該空家等の活用の促進が図ら れる よ う 適切な配慮を

する も のと する 。  

(令五法五〇・ 追加) 

(地方住宅供給公社の業務の特例) 

第十九条 地方住宅供給公社は、 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二

十一条に規定する 業務のほか、 空家等活用促進区域内において、 計画作成市町村から の委

託に基づき 、 空家等の活用のために行う 改修、 当該改修後の空家等の賃貸その他の空家等

の活用に関する 業務を行う こ と ができ る 。  

２  前項の規定によ り 地方住宅供給公社が同項に規定する 業務を行う 場合における 地方

住宅供給公社法第四十九条の規定の適用については、 同条第三号中「 第二十一条に規定す

る 業務」 と ある のは、 「 第二十一条に規定する 業務及び空家等対策の推進に関する 特別措

置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十九条第一項に規定する 業務」 と する 。  

(令五法五〇・ 追加) 

(独立行政法人都市再生機構の行う 調査等業務) 

第二十条 独立行政法人都市再生機構は、 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律

第百号)第十一条第一項に規定する 業務のほか、 計画作成市町村から の委託に基づき 、 空家

等活用促進区域内における 空家等及び空家等の跡地の活用によ り 地域における 経済的社会

的活動の促進を図る ために必要な調査、 調整及び技術の提供の業務を行う こ と ができ る 。  

(令五法五〇・ 追加) 

(独立行政法人住宅金融支援機構の行う 援助) 

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成

十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する 業務のほか、 市町村又は第二十三条第一

項に規定する 空家等管理活用支援法人から の委託に基づき 、 空家等及び空家等の跡地の活

用の促進に必要な資金の融通に関する 情報の提供その他の援助を行う こ と ができ る 。  

(令五法五〇・ 追加) 

第五章 特定空家等に対する 措置 

(令五法五〇・ 章名追加) 

第二十二条 市町村長は、 特定空家等の所有者等に対し 、 当該特定空家等に関し 、 除却

、 修繕、 立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図る ために必要な措置(そのま ま 放置

すれば倒壊等著し く 保安上危険と なる おそれのある 状態又は著し く 衛生上有害と なる おそ

れのある 状態にない特定空家等については、 建築物の除却を除く 。 次項において同じ 。 )を

と る よ う 助言又は指導をする こ と ができ る 。  
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２  市町村長は、 前項の規定によ る 助言又は指導を し た場合において、 なお当該特定空

家等の状態が改善さ れないと 認める と き は、 当該助言又は指導を 受けた者に対し 、 相当の

猶予期限を 付けて、 除却、 修繕、 立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図る ために

必要な措置をと る こ と を勧告する こ と ができ る 。  

３  市町村長は、 前項の規定によ る 勧告を 受けた者が正当な理由がなく てその勧告に係

る 措置をと ら なかっ た場合において、 特に必要がある と 認める と き は、 その者に対し 、 相

当の猶予期限を付けて、 その勧告に係る 措置をと る こ と を命ずる こ と ができ る 。  

４  市町村長は、 前項の措置を命じ よ う と する 場合においては、 あら かじ め、 その措置

を 命じ よ う と する 者に対し 、 その命じ よ う と する 措置及びその事由並びに意見書の提出先

及び提出期限を 記載し た通知書を交付し て、 その措置を 命じ よ う と する 者又はその代理人

に意見書及び自己に有利な証拠を提出する 機会を与えなければなら ない。  

５  前項の通知書の交付を 受けた者は、 その交付を 受けた日から 五日以内に、 市町村長

に対し 、 意見書の提出に代えて公開によ る 意見の聴取を 行う こ と を請求する こ と ができ る

。  

６  市町村長は、 前項の規定によ る 意見の聴取の請求があっ た場合においては、 第三項

の措置を命じ よ う と する 者又はその代理人の出頭を 求めて、 公開によ る 意見の聴取を 行わ

なければなら ない。  

７  市町村長は、 前項の規定によ る 意見の聴取を 行う 場合においては、 第三項の規定に

よ って命じ よ う と する 措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、 期日の三日前ま でに、 前

項に規定する 者に通知する と と も に、 こ れを公告し なければなら ない。  

８  第六項に規定する 者は、 意見の聴取に際し て、 証人を 出席さ せ、 かつ、 自己に有利

な証拠を提出する こ と ができ る 。  

９  市町村長は、 第三項の規定によ り 必要な措置を 命じ た場合において、 その措置を命

ぜら れた者がその措置を履行し ないと き 、 履行し ても 十分でないと き 又は履行し ても 同項

の期限ま でに完了する 見込みがないと き は、 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の

定める と こ ろに従い、 自ら 義務者のなすべき 行為を し 、 又は第三者を し てこ れを さ せる こ

と ができ る 。  

１ ０  第三項の規定によ り 必要な措置を命じ よ う と する 場合において、 過失がなく てそ

の措置を命ぜら れる べき 者(以下こ の項及び次項において「 命令対象者」 と いう 。 )を確知す

る こ と ができ ないと き (過失がなく て第一項の助言若し く は指導又は第二項の勧告が行われ

る べき 者を 確知する こ と ができ ないため第三項に定める 手続によ り 命令を行う こ と ができ

ないと き を 含む。 )は、 市町村長は、 当該命令対象者の負担において、 その措置を自ら 行い

、 又はその命じ た者若し く は委任し た者(以下こ の項及び次項において「 措置実施者」 と い

う 。 )にその措置を行わせる こ と ができ る 。 こ の場合においては、 市町村長は、 その定めた

期限内に命令対象者においてその措置を 行う べき 旨及びその期限ま でにその措置を行わな

いと き は市町村長又は措置実施者がその措置を行い、 当該措置に要し た費用を徴収する 旨

を、 あら かじ め公告し なければなら ない。  

１ １  市町村長は、 災害その他非常の場合において、 特定空家等が保安上著し く 危険な

状態にある 等当該特定空家等に関し 緊急に除却、 修繕、 立木竹の伐採その他周辺の生活環

境の保全を 図る ために必要な措置を と る 必要がある と 認める と き で、 第三項から 第八項ま
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での規定によ り 当該措置をと る こ と を命ずる いと ま がないと き は、 こ れら の規定にかかわ

ら ず、 当該特定空家等に係る 命令対象者の負担において、 その措置を 自ら 行い、 又は措置

実施者に行わせる こ と ができ る 。  

１ ２  前二項の規定によ り 負担さ せる 費用の徴収については、 行政代執行法第五条及び

第六条の規定を準用する 。  

１ ３  市町村長は、 第三項の規定によ る 命令を し た場合においては、 標識の設置その他

国土交通省令・ 総務省令で定める 方法によ り 、 その旨を公示し なければなら ない。  

１ ４  前項の標識は、 第三項の規定によ る 命令に係る 特定空家等に設置する こ と ができ

る 。 こ の場合においては、 当該特定空家等の所有者等は、 当該標識の設置を 拒み、 又は妨

げてはなら ない。  

１ ５  第三項の規定によ る 命令については、 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章

(第十二条及び第十四条を除く 。 )の規定は、 適用し ない。  

１ ６  国土交通大臣及び総務大臣は、 特定空家等に対する 措置に関し 、 その適切な実施

を図る ために必要な指針を定める こ と ができ る 。  

１ ７  前各項に定める も ののほか、 特定空家等に対する 措置に関し 必要な事項は、 国土

交通省令・ 総務省令で定める 。  

(令五法五〇・ 旧第十四条繰下・ 一部改正) 

第六章 空家等管理活用支援法人 

(令五法五〇・ 追加) 

(空家等管理活用支援法人の指定) 

第二十三条 市町村長は、 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規

定する 特定非営利活動法人、 一般社団法人若し く は一般財団法人又は空家等の管理若し く

は活用を図る 活動を 行う こ と を 目的と する 会社であって、 次条各号に掲げる 業務を適正か

つ確実に行う こ と ができ る と 認めら れる も のを、 その申請によ り 、 空家等管理活用支援法

人(以下「 支援法人」 と いう 。 )と し て指定する こ と ができ る 。  

２  市町村長は、 前項の規定によ る 指定を し たと き は、 当該支援法人の名称又は商号、

住所及び事務所又は営業所の所在地を公示し なければなら ない。  

３  支援法人は、 その名称若し く は商号、 住所又は事務所若し く は営業所の所在地を変

更する と き は、 あら かじ め、 その旨を市町村長に届け出なければなら ない。  

４  市町村長は、 前項の規定によ る 届出があっ たと き は、 当該届出に係る 事項を公示し

なければなら ない。  

(令五法五〇・ 追加) 

(支援法人の業務) 

第二十四条 支援法人は、 次に掲げる 業務を行う も のと する 。  

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おう と する 者に対し 、 当該空家

等の管理又は活用の方法に関する 情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又

はその活用を図る ために必要な援助を行う こ と 。  

 

二 委託に基づき 、 定期的な空家等の状態の確認、 空家等の活用のために行う 改修その
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他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行う こ と 。  

三 委託に基づき 、 空家等の所有者等の探索を行う こ と 。  

四 空家等の管理又は活用に関する 調査研究を行う こ と 。  

五 空家等の管理又は活用に関する 普及啓発を行う こ と 。  

六 前各号に掲げる も ののほか、 空家等の管理又は活用を 図る ために必要な事業又は事

務を行う こ と 。  

(令五法五〇・ 追加) 

(監督等) 

第二十五条 市町村長は、 前条各号に掲げる 業務の適正かつ確実な実施を確保する ため

必要がある と 認める と き は、 支援法人に対し 、 その業務に関し 報告を さ せる こ と ができ る

。  

２  市町村長は、 支援法人が前条各号に掲げる 業務を適正かつ確実に実施し ていないと

認める と き は、 支援法人に対し 、 その業務の運営の改善に関し 必要な措置を 講ずべき こ と

を命ずる こ と ができ る 。  

３  市町村長は、 支援法人が前項の規定によ る 命令に違反し たと き は、 第二十三条第一

項の規定によ る 指定を取り 消すこ と ができ る 。  

４  市町村長は、 前項の規定によ り 指定を 取り 消し たと き は、 その旨を 公示し なければ

なら ない。  

(令五法五〇・ 追加) 

(情報の提供等) 

第二十六条 国及び地方公共団体は、 支援法人に対し 、 その業務の実施に関し 必要な情

報の提供又は指導若し く は助言をする も のと する 。  

２  市町村長は、 支援法人から その業務の遂行のため空家等の所有者等を知る 必要があ

る と し て、 空家等の所有者等に関する 情報(以下こ の項及び次項において「 所有者等関連情

報」 と いう 。 )の提供の求めがあったと き は、 当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で

、 当該支援法人に対し 、 所有者等関連情報を提供する も のと する 。  

３  前項の場合において、 市町村長は、 支援法人に対し 所有者等関連情報を 提供する と

き は、 あら かじ め、 当該所有者等関連情報を提供する こ と について本人(当該所有者等関連

情報によ って識別さ れる 特定の個人をいう 。 )の同意を得なければなら ない。  

４  前項の同意は、 その所在が判明し ている 者に対し て求めれば足り る 。  

(令五法五〇・ 追加) 

(支援法人によ る 空家等対策計画の作成等の提案) 

第二十七条 支援法人は、 その業務を 行う ために必要がある と 認める と き は、 市町村に

対し 、 国土交通省令・ 総務省令で定める と こ ろによ り 、 空家等対策計画の作成又は変更を

する こ と を 提案する こ と ができ る 。 こ の場合においては、 基本指針に即し て、 当該提案に

係る 空家等対策計画の素案を作成し て、 こ れを提示し なければなら ない。  

２  前項の規定によ る 提案を 受けた市町村は、 当該提案に基づき 空家等対策計画の作成

又は変更を する か否かについて、 遅滞なく 、 当該提案を し た支援法人に通知する も のと す

る 。 こ の場合において、 空家等対策計画の作成又は変更をし ないこ と と する と き は、 その
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理由を明ら かにし なければなら ない。  

(令五法五〇・ 追加) 

(市町村長への要請) 

第二十八条 支援法人は、 空家等、 管理不全空家等又は特定空家等につき 、 その適切な

管理のため特に必要がある と 認める と き は、 市町村長に対し 、 第十四条各項の規定によ る

請求をする よ う 要請する こ と ができ る 。  

２  市町村長は、 前項の規定によ る 要請があっ た場合において、 必要がある と 認める と

き は、 第十四条各項の規定によ る 請求をする も のと する 。  

３  市町村長は、 第一項の規定によ る 要請があっ た場合において、 第十四条各項の規定

によ る 請求をする 必要がないと 判断し たと き は、 遅滞なく 、 その旨及びその理由を、 当該

要請をし た支援法人に通知する も のと する 。  

(令五法五〇・ 追加) 

第七章 雑則 

(令五法五〇・ 章名追加) 

第二十九条 国及び都道府県は、 市町村が行う 空家等対策計画に基づく 空家等に関する

対策の適切かつ円滑な実施に資する ため、 空家等に関する 対策の実施に要する 費用に対す

る 補助、 地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずる も のと する 。  

２  国及び地方公共団体は、 前項に定める も ののほか、 市町村が行う 空家等対策計画に

基づく 空家等に関する 対策の適切かつ円滑な実施に資する ため、 必要な税制上の措置その

他の措置を講ずる も のと する 。  

(令五法五〇・ 旧第十五条繰下・ 一部改正) 

第八章 罰則 

(令五法五〇・ 章名追加) 

第三十条 第二十二条第三項の規定によ る 市町村長の命令に違反し た者は、 五十万円以

下の過料に処する 。  

２  第九条第二項の規定によ る 報告を せず、 若し く は虚偽の報告を し 、 又は同項の規定

によ る 立入調査を拒み、 妨げ、 若し く は忌避し た者は、 二十万円以下の過料に処する 。  

(令五法五〇・ 旧第十六条繰下・ 一部改正) 

附 則 

(施行期日) 

１  こ の法律は、 公布の日から 起算し て三月を 超えない範囲内において政令で定める 日

から 施行する 。 ただし 、 第九条第二項から 第五項ま で、 第十四条及び第十六条の規定は、

公布の日から 起算し て六月を超えない範囲内において政令で定める 日から 施行する 。  

(平成二七年政令第五〇号で、 本文に係る 部分は、 平成二七年二月二六日から 、 ただし 書

に係る 部分は、 平成二七年五月二六日から 施行) 

(検討) 

 

２  政府は、 こ の法律の施行後五年を 経過し た場合において、 こ の法律の施行の状況を
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勘案し 、 必要がある と 認める と き は、 こ の法律の規定について検討を 加え、 その結果に基

づいて所要の措置を講ずる も のと する 。  

附 則 (令和五年六月一四日法律第五〇号) 抄 

(施行期日) 

第一条 こ の法律は、 公布の日から 起算し て六月を 超えない範囲内において政令で定め

る 日から 施行する 。 ただし 、 附則第三条の規定は、 公布の日から 施行する 。  

(令和五年政令第三三一号で令和五年一二月一三日から 施行) 

(経過措置) 

第二条 地方自治法の一部を改正する 法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規

定する 施行時特例市に対する こ の法律によ る 改正後の空家等対策の推進に関する 特別措置

法(以下こ の条において「 新法」 と いう 。 )第七条第八項及び第十八条第一項の規定の適用に

ついては、 新法第七条第八項中「 及び同法」 と ある のは「 、 同法」 と 、 「 中核市」 と ある

のは「 中核市及び地方自治法の一部を改正する 法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二

条に規定する 施行時特例市」 と する 。  

２  新法第二十二条第十項及び第十二項(同条第十項に係る 部分に限る 。 )の規定は、 こ の

法律の施行の日(以下こ の条及び附則第六条において「 施行日」 と いう 。 )以後に新法第二十

二条第十項後段の規定によ る 公告を 行う 場合について適用し 、 施行日前にこ の法律によ る

改正前の空家等対策の推進に関する 特別措置法(次項において「 旧法」 と いう 。 )第十四条第

十項後段の規定によ る 公告を行った場合については、 なお従前の例によ る 。  

３  新法第二十二条第十一項及び第十二項(同条第十一項に係る 部分に限る 。 )の規定は、

施行日以後に同条第二項の規定によ る 勧告を 行う 場合について適用し 、 施行日前に旧法第

十四条第二項の規定によ る 勧告を行った場合については、 なお従前の例によ る 。  

(政令への委任) 

第三条 前条に定める も ののほか、 こ の法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する

経過措置を含む。 )は、 政令で定める 。  

(検討) 

第四条 政府は、 こ の法律の施行後五年を 目途と し て、 こ の法律によ る 改正後の規定に

ついて、 その施行の状況等を勘案し て検討を加え、 必要がある と 認める と き は、 その結果

に基づいて所要の措置を講ずる も のと する 。  
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【 資料編２ 】 空家等対策の推進に関する 特別措置法の一部を 改正する 法律（ 概要）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 資料編３ 】 管理指針、 管理不全空家の参考基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 国土交通省 住宅局住宅総合整備課 資料 

出典 国土交通省 住宅局住宅総合整備課 資料 
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出典 国土交通省 住宅局住宅総合整備課 資料 

出典 国土交通省 住宅局住宅総合整備課 資料 
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【 資料編４ 】 大津町空家等対策推進協議会設置要綱 

 

平成3 1 年４ 月1 8 日 

要綱第3 3 号 

（ 設置）  

第１ 条 空家等対策の推進に関する 特別措置法（ 平成2 6 年法律第1 2 7 号。 以下「 法」 と い

う 。 ） 第７ 条第１ 項の規定に基づき 、 大津町空家等対策推進協議会（ 以下「 協議会」 と い

う 。 ） を設置する 。  

 

（ 所掌事務）  

第２ 条 協議会は、 次に掲げる 事項について協議する 。  

(1 ) 法第６ 条第１ 項に規定する 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する こ と 。  

(2 ) 空家等の調査等に関する こ と 。  

(3 ) 空家等が特定空家等に該当する か否かの判断及び特定空家等に対する 措置に関する こ と 。  

(4 ) 空家等に関する 対策の推進に関し 、 町長が必要と 認める こ と 。  

 

（ 組織）  

第３ 条 協議会は、 委員1 5 人以内で組織する 。  

２  委員は、 町長のほか、 次に掲げる 者のう ちから 町長が委嘱する  

(1 ) 法務、 不動産、 建築、 福祉、 文化等に関する 学識経験者 

(2 ) 町議会の議員 

(3 ) 地域住民 

(4 ) 関係行政機関の職員 

(5 ) その他町長が必要と 認める 者 

３  委員の任期は２ 年と する 。 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、 前任者の残任期間と

する 。  

４  委員は、 再任さ れる こ と ができ る 。  

５  委員は、 職務上知り 得た秘密を漏ら し てはなら ない。 その職を退いた後も 、 同様と する 。  

 

（ 会長及び副会長）  

第４ 条 協議会に会長１ 人及び副会長１ 人を置く 。  

２  会長は、 町長をも つて充て、 副会長は、 委員の互選と する 。  

３  会長は、 協議会を代表し 、 会務を総理する 。  

４  副会長は、 会長を補佐し 、 会長に事故がある と き 、 又は欠けたと き はその職務を代理す

る 。  

 

（ 会議）  
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第５ 条 協議会は、 必要に応じ て会長が召集し 、 会長が議長と なる 。  

２  協議会は、 委員の過半数の出席によ つて成立し 、 協議会の議事は、 出席委員の過半数によ

つて決する 。  

３  協議会は、 委員が事故その他やむを得ない理由によ り 協議会に出席でき ないと き は、 あら

かじ め会長の承認を得て、 代理者を出席さ せる こ と ができ る 。 こ の場合において、 町長の代

理者は、 副町長と する 。  

 

（ 意見の聴取）  

第６ 条 協議会は、 必要がある と 認める と き は、 委員以外の者を協議会に出席さ せ、 意見を聴

く こ と ができ る 。  

 

（ 会議の公開等）  

第７ 条 会議は、 原則公開する 。 ただし 、 公開・ 公表によ り 当事者若し く は第三者の権利及び

利益、 又は公共の利益を害する おそれがある と 会長が認めた場合は、 協議会に諮り 、 その全

部又は一部を非公開と する こ と ができ る 。  

２  会長は、 必要がある と 認める と き は、 傍聴人の数を制限し 、 又は傍聴人を退場さ れる こ と

ができ る 。  

 

（ 庶務）  

第８ 条 協議会の庶務は、 総合政策課において処理する 。  

 

（ 委任）  

第９ 条 こ の要綱に定める も ののほか、 協議会の運営に関し 必要な事項は別に定める 。  

 

附 則 

こ の要綱は、 平成3 1 年４ 月1 8 日から 施行する 。  
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【 資料編５ 】 大津町空き 家バンク 制度実施要綱 

 

平成3 1 年４ 月1 8 日 

要綱第3 4 号 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の要綱は、 本町における 空き 家の有効活用を図り 、 地域の活性化及び景観の保全に

資する ため実施する 大津町空き 家バンク 制度の実施について必要な事項を定める も のと する 。  

 

（ 定義）  

第２ 条 こ の要綱において、 次の各号に掲げる 用語の意義は、 それぞれ当該各号に定める と こ

ろによ る 。  

(1 ) 空き 家 個人が居住を目的と し て建築し 、 現に居住し ていない（ 近く 居住し なく なる 予

定のも のを 含む。 ） 建物及びその敷地で、 本町の区域内（ 以下「 町内」 と いう 。 ） にある

も のをいう 。  

(2 ) 空き 地 住宅等の建築に適当な面積を有する 良好な管理状態にある 更地（ 近く 更地と な

る 予定のも のを含む。 ） で、 町内にある も のをいう 。  

(3 ) 所有者等 空き 家及び空き 地（ 以下「 空き 家等」 と いう 。 ） に係る 所有権その他の権利

を有し 、 当該空き 家等の売買、 賃貸等を行う こ と ができ る 者をいう 。  

(4 ) 空き 家バンク  所有者等から 申込みを受けた空き 家等の情報を登録し 、 地域の活性化や

定住等を目的と し て空き 家等の利用を希望する 者（ 以下「 利用希望者」 と いう 。 ） に対し

情報を提供する 仕組みをいう 。  

 

（ 適用上の注意）  

第３ 条 こ の要綱は、 空き 家バンク 制度以外によ る 空き 家等の取引を妨げる も のではない。  

 

（ 空き 家等の登録）  

第４ 条 空き 家バンク に登録し よ う と する 所有者等は、 空き 家バンク 登録申込書（ 様式第１ 号）

に次に掲げる 書類を添えて、 町長に提出し なければなら ない。  

(1 ) 空き 家バンク 登録カード （ 様式第２ 号）  

(2 ) 土地及び建物の登記事項証明書（ 全部事項証明書に限る 。 ）  

(3 ) 位置図、 間取り 図 

(4 ) 申込みの日の属する 年度の前年度分の市町村税に滞納がないこ と を証する 書類 

(5 ) 前各号に掲げる も ののほか、 町長が必要と 認める 書類 

２  町長は、 前項の規定によ る 登録の申込みがあつたと き は、 その内容等を 確認し 、 当該空き

家等を調査の上、 適当と 認める と き は、 空き 家バンク に登録する も のと する 。 ただし 、 該当

空き 家が次の各号のいずれかに該当する と き は、 こ の限り でない。  

(1 ) 所有者が、 暴力団員によ る 不当な行為等の防止に関する 法律（ 平成３ 年法律第7 7 号）

第２ 条第２ 号に規定する 暴力団若し く は同条第６ 号に規定する 暴力団員又はそれら と 密接
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な関係を有し ている も のである と き 。  

(2 ) 前号に掲げる も ののほか、 町長が空き 家バンク への登録が適当でないと 認める と き 。  

３  町長は、 前項の規定によ る 登録をし たと き は、 空き 家バンク 登録完了通知書（ 様式第３ 号）

によ り 当該空き 家等の所有者等に通知する も のと する 。  

４  町長は、 第２ 項の規定によ る 登録をし ていない空き 家等で、 空き 家バンク に登録する こ と

が適当と 認める も のは、 当該空き 家等の所有者等に対し て空き 家バンク への登録を勧める も

のと する 。  

 

（ 空き 家バンク 登録事項の変更）  

第５ 条 前条第３ 項の規定によ る 登録の通知を受けた者（ 以下「 物件登録者」 と いう 。 ） は、

当該登録事項に変更があつたと き は遅滞なく 、 空き 家バンク 登録変更届出書（ 様式第４ 号）

を町長に提出し なければなら ない。  

 

（ 空き 家バンク 登録の抹消）  

第６ 条 町長は、 次の各号のいずれかに該当する と き は、 空き 家バンク の登録を抹消する こ と

ができ る 。  

(1 ) 物件登録者が登録の抹消を申し 出たと き 。  

(2 ) 空き 家等に関する 所有権その他の権利に移動があつたと き 。  

(3 ) 空き 家バンク の登録に関し て不正や偽り などが判明し たと き 。  

(4 ) 登録から ２ 年を経過し たと き 。 ただし 、 改めて登録申込みを行う こ と によ り 再登録し た

場合は、 こ の限り でない。  

(5 ) 第４ 条第２ 項各号に掲げる 者と なつたと き 。  

(6 ) 前各号に掲げる も ののほか、 町長が抹消すべき 理由が生じ たと 認める と き 。  

２  前項第１ 号又は第２ 号に該当する と き において、 物件登録者は、 空き 家バンク 登録抹消届

出書（ 様式第５ 号） を町長に提出し なければなら ない。  

３  町長は、 第１ 項の規定によ り 空き 家バンク の登録を抹消し たと き は、 空き 家バンク 登録抹

消通知書（ 様式第６ 号） によ り 当該物件登録者に通知する も のと する 。  

 

（ 利用希望者の登録）  

第７ 条 利用希望者は、 空き 家バンク 利用登録申込書（ 様式第７ 号） に次に掲げる 書類を添え

て町長に提出し なければなら ない。  

(1 ) 空き 家バンク 利用登録カード （ 様式第８ 号）  

(2 ) 前号に掲げる も ののほか、 町長が必要と 認める 書類 

２  町長は、 前項の規定によ る 登録の申込みがあつたと き は、 その内容を確認し 、 空き 家バン

ク 利用者台帳に登録する も のと する 。  

３  町長は、 前項の規定によ る 登録をし たと き は、 空き 家バンク 利用登録完了通知書（ 様式第

９ 号） を当該利用者に通知する も のと する 。  
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（ 利用登録事項の変更）  

第８ 条 前条第３ 項の規定によ る 登録の通知を受けた者（ 以下「 利用登録者」 と いう 。 ） は、

当該登録事項に変更があつたと き は、 遅滞なく 空き 家バンク 利用登録変更届出書（ 様式第1 0

号） を町長に提出し なければなら ない。  

 

（ 利用登録の抹消）  

第９ 条 町長は、 次の各号のいずれかに該当する と き は、 空き 家バンク 利用者台帳の登録を抹

消する こ と ができ る 。  

(1 ) 利用登録者が登録の抹消を申し 出たと き 。  

(2 ) 登録内容に虚偽があつたと き 。  

(3 ) 暴力団員によ る 不当な行為等の防止に関する 法律（ 平成３ 年法律第7 7 号） 第２ 条第２

号に規定する 暴力団若し く は同条第６ 号に規定する 暴力団員又はそれら と 密接な関係を有

し ている 者に該当する と き 。  

(4 ) 登録から ２ 年を経過し たと き 。 ただし 、 改めて登録申込みを行う こ と によ り 、 再登録し

た場合は、 こ の限り でない。  

(5 ) 前各号に掲げる も ののほか、 町長が抹消すべき 理由が生じ たと 認める と き 。  

２  前項第２ 号に該当する 場合において、 利用登録者は、 空き 家バン ク 利用登録抹消届出書

（ 様式第1 1 号） を町長に提出し なければなら ない。  

３  町長は、 第１ 項の規定によ り 空き 家バンク 利用者台帳の登録を抹消し たと き は、 空き 家バ

ンク 利用登録抹消通知書（ 様式第1 2 号） を当該利用登録者に通知する も のと する 。  

 

（ 情報提供等）  

第1 0 条 町長は、 空き 家バンク に登録し た情報のう ち個人情報以外の情報を町のホームページ

等によ り 公開し 、 必要に応じ て、 物件登録者、 利用登録者、 一般社団法人熊本県宅地建物取

引業協会並びに公益社団法人全日本不動産協会熊本県本部及びその会員（ 以下「 指定取引業

者」 と いう 。 ） に対し て、 空き 家バンク 及び空き 家バンク 利用者台帳に登録さ れた情報を提

供する も のと する 。  

 

（ 交渉及び契約）  

第1 1 条 物件登録者と 利用登録者と の間における 空き 家等に関する 売買、 賃貸借等の交渉及び

契約については、 原則と し て、 指定取引業者の媒介によ り 行う も のと する 。  

２  町長は、 物件登録者と 利用登録者と の間における 空き 家等に関する 売買、 賃貸借等の交渉

及び契約等については、 直接こ れに関与し ない。  

 

（ 個人情報の取扱い）  

第1 2 条 物件登録者及び利用登録者は、 空き 家バンク 制度における 個人情報の取扱いについて、

次に掲げる 事項に留意の上適正に取り 扱わなければなら ない。 こ の登録が解除さ れた後にお

いても 同様と する 。  

(1 ) 個人情報を正当な理由なく 他に漏ら し 、 又は自己の利益若し く は不当な目的のために取
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得、 収集、 作成及び利用をし ないこ と 。  

(2 ) 個人情報を損傷、 滅失又は改ざんをする こ と のないよ う 適正に管理する こ と 。  

(3 ) 空き 家バンク から 取得し た個人情報にあつては、 当該個人情報を町長の承諾なく し て複

写又は複製をし てはなら ないこ と 。  

(4 ) 保有する 必要がなく なつた個人情報は、 確実かつ速やかに廃棄又は消去をする こ と 。  

(5 ) 個人情報について、 漏えい、 毀損、 滅失等の事案が発生し た場合は、 町長に速やかに報

告し 、 その指示に従う こ と 。  

 

（ 交渉等の結果の報告）  

第1 3 条 町長は、 こ の要綱の目的を達成する ために必要な限度において、 物件登録者及び、 利

用登録者又は指定取引業者に対し 、 交渉等の結果について報告を求める も のと する 。  

 

（ その他）  

第1 4 条 こ の要綱の施行に関し 必要な事項は、 町長が別に定める 。  

 

附 則 

こ の要綱は、 平成3 1 年４ 月1 8 日から 施行する 。  

 

（ 様式略）  
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令和５年度空家実態調査を踏まえた
意向整理及び現況確認について

• 大津町空家等対策推進協議会

• 令和８年３月26日（木曜日）

• 総合政策課 地域づくり推進係

1
資料２



報告事項

１ 令和５年度空家実態調査を踏まえた所有者意向の整理

２ 令和５年度実態調査後の空家の現況確認

３ 現況確認から見えること

2



3



4



1：所有者意向の整理

・実態調査236件のうちアンケート回答57件を整理

・空き家ランク、地区との関係を確認

・ランク×意向の把握を踏まえた整理

5



今後の活用意向の全体像

→・A、Bランクでは「売却・貸出
しない」が比較的多い

・Cランクでは「売却・貸出した
い」とする回答が増える

・Dランクでは前向き回答が多
く見られる

→活用に前向きな物件は、比較
的早い段階で市場に流通して
いる可能性がある。

そのため、本調査は流通に至っ
ていない物件の傾向を示して
いると考えられる。
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ランク別に見た意向の傾向



今後の活用意向の全体像

A・Bランクでは登録しない回
答が多く、活用に至っていない
状況が見られる。

一方で、C・Dランクでは登録を
通じた流通の意向が一定数見
られる。

活用に向けた具体的な手段と
して、制度の活用意向に差が見
られる。

7

空き家バンク登録意向



今後の活用意向の全体像

A・Bランクでは、

活用方法が定まっていないこ
とや、愛着・将来利用の意向な
どから活用に至っていない状
況が見られる。

一方で、C・Dランクでは、

地域活性化への活用に前向き
な意向も見られる。

8

地域活性化活用の傾向



地域活性化への活用希望
（大字別）

地域活性化への活用に
ついて前向きな回答は、
町内の複数の地区に分
布している。

特に大津、平川、真木な
どで複数確認されてい
る。

→活用の可能性は特定
地域に限定されるもの
ではない。

9



今後の当該住宅の活用について
の課題は何か。（複数選択可）
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「ランク別に見た活用に向けた課題」

C・Dランクでは、

「取り壊したいが資金がな
い」といった除却に関する
課題が多く見られる。

一方、Bランクでは、

課題が分散しており、

活用に向けた判断に迷い
がある層と考えられる。
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「ランク別に見た“その他”の主な内容」

Bランク

・課題はない

・活用方法が定まって
いない

・愛着や利用予定があ
る

→活用に向けた判断
に至っていない状況
が見られる

12

Cランク

・相続や権利関係の調
整

・活用方法の検討段階

・課題がない

→複数の要因が重なり
、活用に至っていない
可能性がある

Dランク

・老朽化による管理の
負担

・相続や名義に関する
問題

→費用負担や権利関
係など、個人の意思だ
けでは解決が難しい
課題が中心



空家の状態に応じた対応の整理
ランク別意向を踏まえた対応の考え方

A・Bランク

・売却・貸出や空き家バンク登録、地域活用に対して消極的な回答が多い

→当面は所有者による適正管理の継続が基本

Cランク

・売却・貸出、空き家バンク登録、地域活用のいずれについても前向き回答と消
極回答が混在している

→売却・貸出や活用に向けた判断を後押しする支援が重要

Dランク

・売却・貸出、空き家バンク登録、地域活用のいずれも前向き回答が比較的多く
見られる

→状態悪化を踏まえ、除却支援を中心とした対応
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計画案との整理

本計画では

・適正管理の促進

・空き家バンク等による利活用促進

・老朽空家への除却支援

など空家の状態に応じて

「適正管理 → 利活用 → 除却」の段階的な対応が必要と整理している。

今回の分析結果は、本計画案で整理している空家の状態に応じた対策の考
え方と概ね一致する。
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２：実態調査後の空家の現況確認
現況確認の目的

対象：大津小・室小校区

空き家実態調査で C・Dランクと判定された50件

調査目的

実態調査後の状況変化の確認

今後の空き家対策の検討資料

背景

本町は住宅開発等が進んでおり、

空き家の状況も短期間で変化する可能性がある。
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確認結果（事実整理）

調査結果

空き家：39件

空き家ではなくなった：2件
（人が住み始めた）

解体：9件

合計50件

ポイント

約8割が依然として空き家

一部は解体や利用開始など状況の変化が確認された
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解体物件の状況

解体された 9件の内訳

住宅新築：4件

アパート新築：1件

更地：4件

ポイント

解体後に住宅等が建築されて

いるケースがある

一方で更地のままの土地も存在
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現況確認から見えること

今回の調査から約8割は依然として空き家

一部は建替えや土地利用が進んでいる

空き家の状況は短期間でも変化

本町は開発等が進む地域であり、

令和５年度に空き家と確認された物件についても状況変化が見られた。

実態調査は 概ね５年ごと に実施しているが、空き家の状況を把握する
ためには定期的な現況確認が必要
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